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は
じ
め
に

　

名
古
屋
城
天
守
の
金
鯱
は
、
名
古
屋
城
の
象
徴
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
伝

歴
は
、
修
理
や
盗
難
、
明
治
政
府
へ
の
貢
献
、
ウ
イ
ー
ン
を
は
じ
め
と
す
る
各
博
覧

会
へ
の
出
開
帳
、
天
守
へ
の
復
旧
、
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
最
末
期
の
空
襲
に
よ

る
炎
上
な
ど
、
ま
さ
に
波
乱
万
丈
で
あ
り
、
鯱
に
つ
い
て
記
す
江
戸
期
の
文
献
や
近

代
公
文
書
、
図
面
、
絵
画
、
写
真
類
が
多
数
存
在
す
る
。
焼
失
後
の
金
鯱
に
つ
い
て

も
、
鱗
残
骸
の
焦
土
か
ら
の
収
集
、
進
駐
軍
に
よ
る
金
片
接
収
、
そ
し
て
返
却
さ
れ

た
金
塊
か
ら
の
純
金
製
茶
釜
制
作
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
逸
話
が
あ
る
。
よ
っ
て
金
鯱

の
歴
史
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
、
事
跡
を
追
う
ば
か
り
の
「
鯱
物
語
」
に
陥
り
や

す
い
。
よ
っ
て
本
稿
は
、「
現
状
変
更
」・「
所
在
場
所
変
更
」・「
所
有
者
変
更
」
を

軸
と
し
て
変
遷
を
追
う
こ
と
と
し
、
伝
聞
引
用
を
さ
け
、
典
拠
が
あ
る
事
跡
の
み
の

記
述
に
と
ど
め
る（

1
（

。
ま
た
鯱
の
語
源
や
天
守
に
の
せ
る
意
味
に
つ
い
て
は
考
察
し
な

い
。
瓦
鯱
か
ら
金
鯱
へ
の
変
遷
や
他
城
の
鯱
と
の
比
較
も
行
わ
な
い
。

　

鯱
の
表
記
は
、
鴟
尾
、
鴟
吻
、
鯱
鉾
な
ど
複
数
あ
り
そ
れ
ぞ
れ
江
戸
期
か
ら
用
い

ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
鯱
に
統
一
し
た
。

　

創
建
時
の
金
鯱
、
戦
後
再
建
さ
れ
た
金
鯱
に
つ
い
て
、
簡
略
な
対
象
表
を
表
1
と

し
て
ま
と
め
た
。

　

現
存
す
る
金
鯱
の
鱗
の
遺
品
を
、
表
2
と
し
た
。
た
だ
し
成
分
分
析
な
ど
の
最
新

の
調
査
結
果
は
含
め
て
い
な
い
。

　

文
献
、
図
面
、
印
刷
物
（
錦
絵
・
刷
物
（、
写
真
な
ど
の
資
料
は
、
表
3
に
ま
と

め
た
。
精
度
の
観
点
か
ら
肉
筆
画
や
文
芸
作
品
の
大
半
は
収
録
し
て
い
な
い
。

　

表
4
と
し
て
、
金
鯱
に
関
す
簡
略
な
年
表
を
作
成
し
た
。

　

な
お
、
江
戸
時
代
後
期
か
ら
す
で
に
天
守
北
側
に
位
置
す
る
北
鯱
を
雄
、
南
側
に

位
置
す
る
鯱
を
雌
と
す
る
見
方
が
あ
り
、幕
末
に
は
夫
婦
と
も
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、

本
稿
で
は
北
鯱
・
南
鯱
の
呼
称
で
統
一
す
る
。

一
　
現
状

　
一
─
1
　
現
状
の
概
要

　

名
古
屋
城
の
金
鯱
は
、
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
（
五
月
十
四
日
の
空
襲
に
よ
り

天
守
と
と
も
に
焼
失
し
た
。
し
か
し
、
複
数
の
鱗
類
が
金
庫
に
納
め
ら
れ
封
印
さ
れ

て
名
古
屋
城
に
伝
わ
り
、
現
在
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
が
所
蔵
し
名
古
屋
城
内
の
収

蔵
庫
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
鱗
の
遺
品
は
二
群
に
大
別
で
き
る
。

①　

�

空
襲
前
に
金
鯱
本
体
か
ら
脱
落
し
、
あ
る
い
は
盗
ま
れ
、
そ
の
後
再
収
集
さ
れ

た
鱗
断
片
お
よ
び
そ
の
関
係
資
料
。
被
災
し
て
い
な
い
。

②　
�

空
襲
で
被
災
し
た
後
、
天
守
周
辺
の
焦
土
か
ら
拾
い
集
め
ら
れ
た
鱗
断
片
お
よ

び
金
属
塊
。
表
裏
と
も
に
焼
け
た
だ
れ
た
被
災
痕
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
近
年
の
発
掘
に
よ
り
名
古
屋
城
内
か
ら
出
土
し
た
金
色
の
破
片
が
複
数

あ
り
、
③
に
分
類
す
る
。

　

①
・
②
・
③
の
写
真
と
基
礎
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
本
研
究
紀
要
所
掲
の
酒
井
論
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文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

③
が
金
鯱
鱗
の
破
片
で
あ
る
証
拠
は
な
い
が
、
①
・
②
と
の
比
較
か
ら
鱗
と
推
定

で
き
る
。
詳
細
は
本
研
究
紀
要
所
掲
の
村
上
・
大
西
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
、

い
ず
れ
き
わ
め
て
薄
い
金
板
で
あ
る
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
表
裏
で
金
の
色
味
が

明
瞭
に
異
な
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
外
見
が
②
の
う
ち
の
一
部
に
極
似
す
る
こ

と
を
特
記
し
て
お
き
た
い
。

　

①
・
②
に
つ
い
て
は
一
覧
が
「
特
殊
財
産
台
帳
」
と
題
さ
れ
た
一
綴
（
名
古
屋
城

総
合
事
務
所
蔵
（
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
概
要
・
収
集
状
況
と
日
時
、
重
量
な
ど
が

付
記
さ
れ
て
い
る
。
収
集
状
況
と
は
、
名
古
屋
城
内
の
ど
こ
で
見
つ
か
っ
た
か
の
記

録
で
、
現
存
す
る
鱗
遺
品
の
属
性
を
考
え
る
上
で
重
要
な
情
報
で
あ
り
、
文
献
や
写

真
、
図
面
と
の
照
合
か
ら
、
信
じ
る
に
足
る
と
本
稿
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

表
1
は
、「
特
殊
財
産
台
帳
」
の
記
載
順
に
、
現
存
す
る
鱗
①
・
②
を
ま
と
め
た
。

　

①
・
②
全
点
を
撮
影
し
た
集
合
写
真
は
、
酒
井
・
村
上
論
文
口
絵
1
と
し
て
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

　

各
資
料
の
収
集
状
況
と
概
要
・
属
性
は
密
接
に
関
連
す
る
た
め
、
以
下
、「
特
殊

財
産
台
帳
」
に
沿
い
つ
つ
各
資
料
の
概
要
を
述
べ
る
。

　

被
災
痕
の
な
い
①
の
う
ち
、
盗
難
品
の
関
係
資
料
と
さ
れ
る
一
号
、
二
号
、
十
八

号
、
十
九
号
は
、
昭
和
十
二
年
に
北
鯱
鱗
の
表
面
金
板
が
盗
ま
れ
た
事
件
に
関
わ
る

も
の
。
北
鯱
盗
難
と
修
復
に
つ
い
て
は
詳
細
な
記
録
（
後
述
（
が
あ
り
、
国
宝
調
査

の
一
環
と
し
て
天
守
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
足
場
を
利
用
し
て
、
夜
間
天
守
屋
根
上
に

登
っ
た
者
に
よ
り
北
鯱
鱗
五
十
八
枚
か
ら
表
面
の
金
板
が
は
ぎ
と
ら
れ
た
。
金
板
は

溶
か
さ
れ
延
棒
と
し
て
売
却
さ
れ
た
が
、
間
も
な
く
犯
人
が
逮
捕
さ
れ
金
塊
と
残
片

が
没
収
さ
れ
た
。
そ
の
金
を
用
い
て
金
板
が
新
規
に
作
ら
れ
、
天
守
の
鯱
に
貼
り
直

さ
れ
た
。
金
の
余
り
で
作
ら
れ
た
イ
ン
ゴ
ッ
ト
や
、
検
査
に
用
い
た
金
板
の
残
滓
な

ど
が
上
記
の
四
資
料
で
あ
り
、
す
べ
て
北
鯱
に
由
来
す
る
。
と
く
に
「
フ
エ
キ
糊
」

の
ガ
ラ
ス
小
瓶
に
封
入
さ
れ
た
四
号
は
、
数
㎜
角
の
金
片
や
小
鋲
で
、
鋏
で
切
断
さ

れ
た
あ
と
が
明
瞭
に
残
る
。
色
は
黒
変
し
て
お
り
、
金
色
と
い
う
よ
り
暗
い
銀
色
に

近
い
。
な
お
、
試
験
菅
入
り
の
二
号
は
破
損
の
恐
れ
が
あ
り
未
開
封
で
あ
る
。

　

北
鯱
金
盗
難
八
年
後
の
昭
和
二
十
年
三
月
二
十
五
日
、
連
合
軍
に
よ
る
焼
夷
弾
攻

撃
の
峻
烈
化
を
受
け
、
本
丸
御
殿
障
壁
画
と
天
守
の
鯱
を
避
難
さ
せ
る
た
め
の
準
備

工
事
が
裁
可
さ
れ
た
（
同
日
付
名
古
屋
市
決
裁
（。
実
際
の
避
難
作
業
に
つ
い
て
は
、

朝
日
新
聞
東
京
版
四
月
二
十
四
日
朝
刊
に
、「
明
日
か
ら
勝
利
の
日
ま
で
し
ば
ら
く

さ
よ
な
ら
」
云
々
の
記
事
が
あ
り
、
四
月
二
十
五
日
に
取
り
下
ろ
し
作
業
が
開
始
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
丸
御
殿
障
壁
画
の
避
難
も
そ
の
頃
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
特
殊
財
産
台
帳
」
に
よ
れ
ば
、
三
号
・
四
─
一
号
～
六
号
の
七
点
は
、
取
り
下

ろ
し
作
業
の
過
程
で
南
鯱
か
ら
外
れ
た
鱗
で
あ
り
、
確
か
に
火
災
の
痕
は
表
裏
と
も

に
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
の
四
─
四
号
は
、
戦
後
の
昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日
、

天
守
東
側
の
土
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
鱗
で
（
中
日
新
聞
同
年
九
月
六
日
朝
刊
・
朝
日

新
聞
東
京
版
同
日
朝
刊
（、
名
古
屋
城
管
理
事
務
所
に
よ
り
南
鯱
の
鱗
と
比
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

　

南
鯱
の
引
き
下
ろ
し
が
ほ
ぼ
終
わ
っ
た
同
年
五
月
十
四
日
、
早
朝
か
ら
の
焼
夷
弾

攻
撃
に
天
守
は
さ
ら
さ
れ
、
屋
上
に
残
さ
れ
て
い
た
北
鯱
は
全
焼
し
た
。
二
十
五
日

の
取
り
下
ろ
し
作
業
開
始
か
ら
二
十
日
後
で
あ
っ
た
。

　

地
上
に
置
か
れ
て
い
た
南
鯱
は
全
焼
を
免
れ
、
終
戦
後
、
天
守
跡
地
に
散
乱
し
て

い
た
鱗
類
が
採
取
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
同
じ
く
焼
失
を
免
れ
た
東
南
隅
櫓
で
保
管

さ
れ
た
が（

2
（

、
昭
和
二
十
一
年
、
進
駐
軍
に
よ
り
接
収
さ
れ
た
。
五
号
か
ら
十
一
号
ま

で
の
六
点
に
は
、「
亜
米
利
加
軍
ニ
接
収
ノ
際
隠
匿
シ
置
キ
シ
モ
ノ　

昭
和
二
十
一

年
六
月
」
と
「
特
殊
財
産
台
帳
」
に
記
載
さ
れ
、
表
裏
と
も
に
激
し
い
被
災
痕
が
あ
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る
。
よ
っ
て
、
名
古
屋
城
管
理
事
務
所
（
当
時
（
職
員
が
進
駐
軍
か
ら
隠
匿
し
た
た

め
接
収
を
免
れ
た
も
の
と
な
る
。
北
鯱
は
空
襲
で
全
焼
し
た
た
め
、
六
点
は
す
べ
て

南
鯱
の
鱗
と
考
え
て
よ
い
。

　

接
収
後
に
ま
と
め
ら
れ
た「
金
鯱
残
塊
返
還
関
係
書
類
」（
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
・

名
古
屋
市
市
政
資
料
館
蔵
・
詳
細
は
後
述
（
に
よ
れ
ば
、
占
領
軍
が
接
収
し
た
の
は

鱗
及
び
鉛
・
銅
・
金
が
融
解
し
て
固
ま
っ
た
金
属
塊
で
あ
り
、
そ
の
量
は
石
炭
箱

十
三
箱
に
の
ぼ
っ
た
。
現
存
す
る
①
・
②
の
鱗
は
、
ほ
ぼ
完
全
な
姿
を
と
ど
め
る
三

号
～
十
二
号
を
含
め
、
小
型
金
庫
一
つ
に
収
め
ら
れ
て
き
た
。
よ
っ
て
石
炭
箱
十
三

箱
の
鱗
と
は
、
現
存
の
十
倍
な
い
し
二
十
倍
の
枚
数
と
な
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、

南
鯱
の
鱗
の
大
部
分
が
拾
集
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
大
半
は
接
収
さ

れ
、
接
収
さ
れ
た
金
鯱
鱗
は
実
は
二
度
と
名
古
屋
城
に
は
戻
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
顛

末
は
本
稿
最
後
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

　

十
二
号
～
十
七
号
、
二
十
号
・
二
十
一
号
は
、「
特
殊
財
産
台
帳
」
に
よ
れ
ば
終

戦
後
に
天
守
周
辺
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
昭
和
二
十
年
四
月
の
南
鯱
取
り
下
ろ
し

作
業
中
に
剥
が
れ
た
南
鯱
鱗
か
、空
襲
直
後
の
採
取
作
業
で
見
落
と
さ
れ
た
南
鯱
鱗
、

あ
る
い
は
戦
前
烏
に
啄
ま
れ
る
な
ど
し
て
飛
散
し
た
鱗
片（
北
鯱
か
南
鯱
か
は
不
明
（

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
十
三
～
十
六
号
、
二
十
号
・
二
十
一
号
は
、
名
古
屋
市
茶
封
筒
に
封
緘

さ
れ
て
お
り
、
令
和
五
年
、
金
鯱
鱗
分
析
調
査
の
過
程
で
数
十
年
ぶ
り
に
開
封
し
た
。

中
に
は
銅
の
支
持
体
を
欠
く
微
細
な
金
片
の
み
が
入
り
、
金
鯱
遺
品
と
は
一
見
断
定

し
が
た
い
。
し
か
し
、
空
襲
以
前
の
金
鯱
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
名
古
屋
城
関
係

者
が
金
鯱
残
滓
と
判
断
し
た
の
で
あ
り
、そ
の
判
断
に
今
異
を
唱
え
る
根
拠
も
な
い
。

翻
っ
て
、
近
年
の
出
土
資
料
で
あ
る
③
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
外
見
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

金
鯱
残
滓
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　
一
─
2
　
外
見
所
見

　

こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
、
目
視
に
よ
る
外
見
の
所
見
を
記
し
て
お
く
。
な
お
成

分
分
析
は
全
点
に
つ
き
行
っ
て
お
り
、
分
析
者
に
よ
り
そ
の
結
果
が
発
表
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。

　

基
本
的
な
構
造
は
金
に
銀
を
混
ぜ
た
合
金
薄
板
を
、
銅
の
基
板
に
載
せ
、
多
数
の

小
釘
か
小
鋲
で
留
め
る
と
い
う
も
の
。
小
釘
類
の
大
半
は
欠
落
し
て
い
る
が
、
一
部

は
残
存
す
る
。
ま
た
大
半
の
鱗
に
、
表
の
金
板
か
ら
裏
の
銅
基
板
ま
で
貫
通
す
る
直

径
五
㎜
程
度
の
釘
穴
が
複
数
あ
り
、
鱗
を
芯
材
（
真
木
（
に
の
せ
表
か
ら
釘
を
打
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
釘
は
す
べ
て
脱
落
し
て
い
る
が
、
戦
災
以
前
に
名
古
屋
市
が
撮
影

し
た
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
（
図
1
北
鯱　

図
2
南
鯱
（
か
ら
、
釘
頭
に
は
円
形
と
四
角

形
が
混
在
し
径
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な
お
基
板
が
ほ
ぼ
純
銅

で
そ
の
上
の
薄
板
が
金
銀
の
合
金
で
あ
る
こ
と
は
、
平
成
二
十
九
年
（
二
〇
一
七
（

に
名
古
屋
市
工
業
研
究
所
が
行
っ
た
蛍
光
エ
ッ
ク
ス
線
分
析
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

形
状
は
、
鯱
の
部
位
に
よ
り
当
然
異
な
る
が
、
昭
和
実
測
図
や
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真

と
の
比
較
に
よ
り
、
台
形
状
の
大
き
な
鱗
（
五
号
～
七
号
（
は
蛇
腹
と
呼
ば
れ
る
腹

の
部
分
と
判
断
で
き
る
。
片
側
の
み
直
線
的
な
鱗
（
十
号･

十
一
号
（
は
背
鰭
に
接

す
る
部
分
の
鱗
で
、
円
筒
を
半
分
に
割
っ
た
よ
う
な
も
の
（
三
号
・
十
六
号
（
は
鰭

の
鰭
条
（
き
じ
ょ
う
・
骨
（
で
あ
る
。
ま
た
小
さ
な
断
片
で
あ
る
四
─
二
号
・
四
─

五
号
・
四
─
六
号
・
十
二
号
は
、
尾
鰭
な
ど
の
先
端
部
と
考
え
ら
れ
る
。

　

周
辺
部
（
端
（
の
処
理
の
方
法
と
し
て
は
、
周
囲
の
一
辺
を
十
㎜
程
度
の
幅
で
大

き
く
表
側
に
折
り
上
げ
、
も
う
一
辺
を
二
㎜
程
度
の
幅
で
表
側
に
折
り
上
げ
、
残
り

の
二
辺
は
基
板
と
ほ
ぼ
同
寸
に
す
る
も
の
（
五
号
・
七
号
（、
周
囲
の
一
～
二
辺
を

一
㎜
度
の
細
い
幅
で
表
側
に
折
り
上
げ
、
他
辺
は
銅
の
基
板
と
ほ
ぼ
同
寸
に
す
る
も

の
（
六
号
・
八
号
～
十
一
号
（、
周
囲
の
全
て
を
二
㎜
程
度
の
幅
で
裏
側
に
折
り
曲



14

げ
る
も
の
（
三
号
・
四
─
二
号
・
四
─
三
号
・
四
─
五
号
・
四
─
六
号
・
十
二
号
（

の
三
種
類
に
ほ
ぼ
分
類
で
き
る
。

　

周
囲
の
全
て
を
裏
側
に
折
り
曲
げ
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
鰭
先
な
ど
の
小
片
で
あ

る
。
鰭
以
外
の
い
わ
ゆ
る
鱗
に
つ
い
て
は
、
上
側
の
鱗
の
下
端
が
下
側
の
鱗
の
上
端

に
重
な
っ
て
い
る
様
子
が
焼
失
前
の
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
に
写
っ
て
お
り
、
下
か
ら
上

に
鱗
を
重
ね
て
貼
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
雨
水
や
風
損
に

耐
え
る
た
め
で
、
さ
ら
に
下
側
の
鱗
の
上
辺
を
折
り
上
げ
そ
の
上
か
ら
次
の
一
枚
を

貼
り
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
水
の
浸
透
を
防
い
だ
と
推
定
さ
れ
る
。

　

五
号
と
七
号
は
、
一
辺
の
折
上
げ
幅
が
格
段
に
広
い
上
、
金
板
ご
と
折
り
こ
ま
れ

て
い
る
た
め
、
内
側
部
分
（
谷
部
分
（
に
も
金
板
が
あ
る
。
五
号
・
七
号
の
折
り
上

げ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
酒
井
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　

六
号
・
八
号
～
十
一
号
は
、
折
り
上
げ
幅
が
少
な
く
、
構
造
的
に
は
脆
弱
で
あ
る
。

　

全
周
囲
を
裏
側
に
折
り
曲
げ
る
も
の
（
三
号
・
四
─
二
号
・
四
─
三
号
・
四
─
五

号
・
四
─
六
号
・
十
二
号
（
は
、
他
の
部
位
に
よ
り
周
囲
が
覆
わ
れ
る
部
位
と
考
え

ら
れ
、
こ
の
仕
様
で
あ
っ
て
も
さ
ほ
ど
支
障
は
な
い
。
こ
の
う
ち
四
─
五
号
は
、
昭

和
二
十
年
の
南
鯱
避
難
作
業
中
に
落
下
し
た
も
の
と
さ
れ
、
鰭
の
一
部
と
考
え
ら
れ

る
。
今
回
の
調
査
で
、
裏
面
に
、「
年
十
月
於
博
物
館
修
造
之
」「�
五�
之
内
」
と
読

め
る
薄
い
刻
銘
が
あ
る（

3
（

こ
と
が
判
明
し
た
。
上
部
が
切
断
さ
れ
て
い
る
た
め
「
年
」

の
上
は
存
在
し
な
い
が
、「
博
物
館
」
と
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
（
三
月
、
文

部
省
博
物
局
に
よ
り
湯
島
聖
堂
（
元
昌
平
坂
学
問
所
（
に
置
か
れ
た
博
物
館
、
あ
る

い
は
こ
の
博
物
館
が
明
治
六
年
三
月
内
山
下
町
に
移
転
し
た
山
下
門
内
博
物
館
の
こ

と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

後
述
す
る
よ
う
に
鯱
は
、
明
治
四
年
六
月
に
名
古
屋
か
ら
皇
城
（
皇
居
（
に
搬
入

さ
れ
、
明
治
五
年
早
々
に
は
ウ
イ
ー
ン
万
国
博
覧
会
へ
の
出
品
が
決
ま
っ
た
。
明
治

五
年
三
月
か
ら
湯
島
聖
堂
で
北
鯱
が
展
観
さ
れ
る
一
方
、
南
鯱
は
同
五
年
末
か
ら
翌

六
年
の
一
月
頃
に
か
け
て
、
内
山
下
町
の
旧
島
津
藩
の
庭
（
の
ち
の
山
下
門
内
博
物

館
（
に
移
さ
れ
、
二
月
に
は
ウ
イ
ー
ン
博
覧
会
に
向
け
て
出
港
し
た
。
ウ
イ
ー
ン
か

ら
帰
国
後
は
絶
え
間
な
く
各
地
の
博
覧
会
に
展
示
さ
れ
て
お
り
、
修
理
の
た
め
の
時

間
も
博
物
館
当
局
が
直
す
べ
き
債
務
も
な
い
。
よ
っ
て
刻
銘
の
「
十
月
」
と
は
、
明

治
五
年
十
月
で
、
ウ
イ
ー
ン
万
国
博
覧
会
へ
の
出
品
に
向
け
修
理
さ
れ
た
可
能
性
が

あ
る
。

　

折
り
曲
げ
方
法
や
外
観
が
四
─
五
号
に
類
似
す
る
四
─
二
号
・
四
─
六
号
・
十
二

号
も
、
同
時
期
の
博
物
館
当
局
に
よ
る
補
作
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
成
分
分
析
の
結

果
を
受
け
て
総
合
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
る
の
で
本
稿
で
は
断
じ
な
い
。

　

表
面
の
色
は
鱗
に
よ
り
大
き
く
異
な
り
、
五
号
と
七
号
は
と
く
に
金
味
が
濃
い
。

六
号
・
八
号
～
十
一
号
は
、
銀
色
味
が
強
い
。
こ
の
銀
色
味
が
濃
い
グ
ル
ー
プ
の
う

ち
四
点
の
裏
側
に
一
見
浅
い
ひ
っ
か
き
傷
の
よ
う
に
見
え
る
漢
数
字
が
彫
ら
れ
て
お

り
、
左
記
の
よ
う
に
読
め
る
。

　

六
号
「
一
九
」、
八
号
「
五
十
七
」、
十
号
「
三
十
五
」。
十
一
号
「
三
十
四
」
か
。

　

字
体
は
丁
寧
と
は
言
い
難
く
、修
理
時
に
貼
り
直
す
た
め
の
番
付
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
修
理
が
い
つ
か
は
特
定
で
き
な
い
。

　

被
災
状
況
と
し
て
は
、
五
号
と
七
号
は
、
表
面
の
金
板
に
無
数
の
皺
と
破
れ
が
生

じ
、
銅
基
板
か
ら
遊
離
し
か
け
て
い
る
。
六
号
・
八
～
十
一
号
は
、
表
面
の
破
れ
が

な
く
平
坦
で
、
一
見
堅
牢
に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
き
わ
め
て
も
ろ
く
、
基
板
の
銅

板
と
の
間
に
空
洞
が
あ
る
。
銀
の
含
有
量
が
多
い
場
合
被
熱
す
る
と
硬
く
な
る
傾
向

に
あ
る
と
さ
れ（

4
（

、
六
号
・
八
～
十
一
号
の
見
た
目
の
色
味
と
硬
さ
に
は
相
関
関
係
が

見
い
だ
さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
被
災
し
た
鱗
遺
品
の
構
造
、
色
目
、
表
面
外
観
は
、
五
号
・
七
号

と
そ
れ
以
外
に
二
分
で
き
、
五
号
・
七
号
が
総
じ
て
贅
沢
な
仕
上
が
り
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
か
か
る
相
違
は
、
過
去
の
修
理
や
移
動
、
す
な
わ
ち
所
在
場
所
や
現
状

の
変
更
と
連
動
す
る
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

　

現
状
の
概
要
説
明
に
文
字
を
費
や
し
て
し
ま
っ
た
が
、
上
記
の
相
違
を
念
頭
に
お

き
、
以
下
各
時
期
の
変
更
に
つ
い
て
述
べ
、
現
存
遺
品
に
創
建
当
初
の
鱗
が
含
ま
れ

る
か
否
か
、
ま
た
修
理
時
の
鱗
と
す
れ
ば
い
つ
の
修
理
の
も
の
か
を
推
定
す
る
手
掛

か
り
と
し
た
い
。

二
　
江
戸
期
の
現
状
変
更
　
─
修
理

　
二
─
1
　
創
建
お
よ
び
享
保
の
修
理

　

鯱
に
関
わ
る
慶
長
期
、
す
な
わ
ち
天
守
創
建
当
時
の
記
録
は
皆
無
で
あ
る
。
た
だ

し
、修
理
記
録
類
を
総
合
し
た
と
思
わ
れ
る『
編
年
大
略
』享
保
十
一
年（
一
七
二
六
（

の
記
事
に
「
総
体
檜
木
に
而
作
り
上
を
鉛
に
而
包
其
上
を
唐
銅
に
而
包
又
金
に
而
苔

を
附
る
也
」
な
ど
と
あ
り
、
真
木
を
鉛
で
包
み
、
銅
板
を
貼
り
さ
ら
に
金
の
苔
、
す

な
わ
ち
金
の
鱗
を
貼
る
構
造
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る（

5
（

。
た
だ
し
、
銅
板
に
金
を
貼
る

方
法
は
わ
か
ら
な
い
。
一
方
、
三
代
将
軍
家
光
が
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
（
に
造

営
し
た
江
戸
城
天
守
の
立
断
面
図
と
さ
れ
る
東
京
都
立
図
書
館
蔵
「
江
戸
城
御
本
丸

御
天
守�

百
分
ノ
一
建
地
割
」に
、江
戸
城
金
鯱
に
関
す
る
以
下
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

　
　

寛
永
十
五
年
七
月
十
三
日
辰
之
時
御
柱
立
穴
蔵

　
　

同
月
二
十
七
日
初
重
御
柱
立

　
　

十�

月
二
十
六
日
鴟
吻
ヲ
上
ル　

同
十
一
月
五
日
金
子
ニ
而
包
ム

　

す
な
わ
ち
、
江
戸
城
金
鯱
は
、
鯱
本
体
を
天
守
に
上
げ
て
か
ら
金
子
、
す
な
わ
ち

金
の
貨
幣
で
包
ん
だ
と
い
う
。
金
の
大
判
や
小
判
を
加
工
し
て
鱗
に
し
た
と
い
う
解

釈
も
あ
り
得
る
が
、
現
実
的
で
は
な
く
、
金
子
と
は
何
ら
か
の
方
法
で
金
を
加
工
し

た
鱗
の
こ
と
と
し
て
お
く
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
体
を
屋
根
の
上
に
揚
げ
て
か
ら
金

の
鱗
を
貼
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
名
古
屋
城
金
鯱
も
同
じ
よ
う
に
屋
根
上
で
鱗
を

貼
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

創
建
後
の
大
き
な
変
更
は
、
享
保
年
間
と
文
政
年
間
の
大
規
模
な
修
理
で
、
各
修

理
記
録
か
ら
、
修
理
仕
様
が
知
ら
れ
る
。

　

ま
ず
享
保
の
修
理
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

　
『
編
年
大
略
』・『
尾
藩
世
紀
』
に
は
享
保
十
一
年
（
一
七
二
六
（
の
項
に
の
み
鯱

修
理
の
記
載
が
あ
る
が
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
（
か
ら
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
（

ま
で
の
名
古
屋
城
内
建
造
物
の
修
理
履
歴
を
ま
と
め
天
守
に
常
置
さ
れ
て
い
た
木
製

銘
板
の
写
し
が
、「
御
天
守
ニ
有
之
候
看
板
之
写
」
と
し
て
、
徳
川
林
政
史
研
究
所

蔵
「
国
秘
録
」
や
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
蔵
「
金
城
録
及
び
付
図
」
な
ど
に
収
録
さ

れ
て
い
る
。
本
銘
板
か
ら
、
享
保
の
修
理
は
鯱
の
み
な
ら
ず
天
守
各
層
に
つ
い
て
行

わ
れ
た
大
修
理
で
、
享
保
十
一
年
に
ま
ず
南
鯱
が
修
理
さ
れ
、
享
保
十
五
年
に
あ
ら

た
め
て
北
鯱
が
修
理
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
享
保
十
一
年
八
月
上
旬

か
ら
天
守
修
理
が
始
ま
り
、十
二
月
下
旬
に
終
了
し
た
。
天
守
五
重
目
の
破
風
鬼
板
、

懸
魚
、
鰭
、
釘
隠
な
ど
の
銅
板
を
作
り
直
し
、
ま
た
南
鱐
の
頭
を
仕
直
し
、
背
筋
の

鰭
の
下
方
も
作
り
直
し
、
在
来
の
箇
所
と
継
ぎ
合
せ
た
。
真
木
（
芯
材
（
を
取
り
替

え
、
頭
部
を
巻
く
鉄
板
を
下
り
棟
に
と
め
た
。
真
木
を
鉛
板
で
包
ん
で
鋲
を
打
ち
、

そ
の
上
に
銅
板
・
金
を
着
せ
、
漆
を
付
け
て
鋲
打
し
た
。
上
下
の
鰭
は
か
す
が
い
で

締
め
た
と
い
う
。

　

頭
と
背
鰭
の
下
方
の
鱗
を
作
り
直
し
ま
た
真
木
を
交
換
し
た
と
あ
る
か
ら
、
鱗
を

い
っ
た
ん
全
て
取
り
外
し
た
が
、
頭
と
尾
鰭
の
一
部
以
外
は
再
利
用
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
た
だ
し
新
規
に
作
ら
れ
た
頭
と
尾
鰭
の
鱗
の
品
質
に
関
す
る
記
載
は
な
い
。
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特
筆
す
べ
き
は
、「
御
天
守
ニ
有
之
候
看
板
之
写
」
に
修
理
に
携
わ
っ
た
金
細
工

師
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
御
天
守
ニ
有
之
候
看
板
之
写
」
は
、
各
修
理
に
携
わ
っ
た
作
事
奉
行
や
大
工
頭

ら
の
名
を
列
挙
し
て
お
り
、
享
保
十
一
年
修
理
に
お
い
て
は
「
御
瓦
師　

斎
賀
六
左

衛
門　

御
左
官　

早
川
平
助
」
に
引
き
続
き
、
再
末
尾
に
一
字
下
げ
て
「
錺
屋　

六

左
衛
門
」
と
記
し
て
い
る
。
六
左
衛
門
は
「
錺
師
」
で
は
な
く
「
錺
屋
」
で
、
苗
字

も
な
い
。
彼
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
で
述
べ
る
。

　

南
鯱
を
修
理
し
て
か
ら
四
年
後
の
享
保
十
五
年
（
一
七
三
〇
（、
四
月
下
旬
か
ら

十
二
月
上
旬
に
か
け
、
北
鯱
の
修
理
が
行
わ
れ
た
。
北
鯱
の
頭
、
胴
、
尾
と
も
に
元

の
ご
と
く
新
規
に
作
り
替
え
た
上
で
、
鰭
を
取
り
付
け
、
筋
鉄
物
を
打
ち
、
銯
で
締

め
て
真
木
へ
取
り
付
け
、
頭
部
の
巻
鉄
を
下
り
棟
へ
筋
鉄
で
取
り
付
け
、
所
々
を
木

屎
漆
で
埋
め
た
。
下
地
は
鈆
板
で
包
み
鋲
釘
を
打
ち
、
上
に
銅
板
と
金
を
着
セ
、
漆

を
付
け
鋲
を
打
ち
、
鰭
は
銯
で
締
め
た
。
鯱
下
の
鬼
板
・
鰭
も
作
り
直
し
、
さ
ら
に

四
年
前
に
修
理
し
た
南
鯱
の
足
元
を
金
で
包
み
、
両
鯱
共
に
鳥
除
（
お
そ
ら
く
尖
っ

た
棒
（、
南
北
鯱
の
修
覆
が
す
べ
て
完
了
し
た
。
こ
れ
ら
の
修
理
を
担
当
し
た
の
が
、

や
は
り
「
御
錺
屋　

六
左
衛
門
」
で
あ
っ
た
。

　

頭
、
胴
、
尾
を
作
り
替
え
た
と
い
う
記
載
か
ら
、
芯
材
が
交
換
さ
れ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
鱗
を
作
り
直
し
た
か
否
か
は
記
述
が
な
く
、
南
鯱
と
同
様
、
当
初
の

鱗
と
新
規
制
作
の
鱗
が
混
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
後
の
宝
暦
年
間
、
名
古
屋
城
天
守
の
石
垣
を
半
ば
解
体
し
傾
き
を
直
す
と
い

う
大
工
事
が
行
わ
れ
る
。
た
だ
し
修
理
過
程
を
詳
細
に
記
す
諸
記
録
に
鯱
に
関
す
る

記
述
は
な
く
、
次
の
金
鯱
修
理
は
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
（
に
開
始
さ
れ
同
十
年

に
完
了
し
た
。

　
二
─
2
　
文
政
の
修
理

　

文
政
修
理
の
仕
様
に
つ
い
て
は
「
御
天
守
鯱
木
地
仕
口
寸
尺
之
図
」
一
綴
（
図

3
（
が
名
古
屋
城
に
伝
わ
り
、
そ
の
写
本
が
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
と
名
古
屋
城
に

所
蔵
さ
れ
、
ま
た
尾
張
藩
士
奥
村
得
義
が
著
し
た
名
古
屋
城
百
科
事
典
と
も
い
う
べ

き
大
著
『
金
城
温
古
録
』
の
天
守
編
末
尾
に
も
写
し
置
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
金

城
温
古
録
』
に
は
名
古
屋
城
蔵
本
や
宮
内
庁
蔵
写
本
に
は
な
い
得
義
の
私
見
が
書
き

加
え
ら
れ
て
い
る
。『
金
城
温
古
録
』
の
翻
刻
本
（『
名
古
屋
叢
書
続
編　

十
三
巻
』（

で
は
、
原
本
に
あ
る
記
載
な
の
か
単
な
る
得
義
の
添
書
か
は
区
別
で
き
ず
注
意
を
要

す
る
。

　
「
御
天
守
鯱
木
地
仕
口
寸
尺
之
図
」
は
、
文
政
十
年
（
一
八
二
七
（
閏
十
月
、
鯱

修
理
に
つ
い
て
芯
材
（
真
木
（
の
仕
口
（
継
ぎ
方
（
を
中
心
に
尾
張
藩
作
事
方
が
ま

と
め
た
調
書
で
、
鯱
の
寸
法
や
真
木
を
図
解
し
て
お
り
、
真
木
と
巻
鉄
を
更
新
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
鱗
に
関
す
る
記
述
は
な
い
が
、
文
政
修
理
で
少
な
く
と
も
北
鯱

頭
部
の
鱗
が
貼
り
直
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
（
の
北
鯱
鱗

金
板
盗
難
事
件
時
に
作
成
さ
れ
た
損
傷
個
所
拓
本
（
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
蔵
（
の

内
の
一
葉
に
、
下
記
の
文
政
時
修
理
銘
が
採
拓
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
確
か
め
ら
れ

る（
6
（

（
図
18
（。

　
　
　

文
政
九
年
丙
戌
九
月　

　
　
　

北
鱐
御
修
復
取
掛
り

　
　
　

戌
二
月
吉
日
出
来

　
　
　

同

　
　
　

同
後

　
　
　

同
吟
味
方

　
　
　

御
大
工
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本
拓
本
は
、
北
鯱
頭
部
の
銅
板
に
彫
り
込
ま
れ
た
修
理
銘
の
拓
本
と
考
え
ら
れ
、

人
名
ら
し
き
文
字
も
あ
り
、
文
政
十
年
二
月
の
北
鯱
修
理
完
了
後
、
鯱
の
頭
部
と
い

う
最
も
広
く
ま
た
重
要
な
場
所
に
修
理
銘
を
刻
し
た
と
み
な
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
「
尾
州
御
留
守
日
記
」
文
政
十
年
正
月
十
四
日
条

に
、「
天
守
鯱
修
復
に
つ
き
、
下
御
庭
か
ら
見
上
げ
る
機
会
を
作
事
方
が
設
け
よ
う

と
し
た
が
、
人
が
多
く
中
止
に
い
た
っ
た
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
鯱
修
理
完
了
に

向
け
、
外
か
ら
の
見
栄
え
を
確
認
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
、『
金
城
温
古
録
』
掲
載
の
「
御
天
守
鯱
木
地
仕
口
寸
尺
之
図
」
写
本
に
お

い
て
は
、
奥
村
得
義
が
下
記
の
私
見
を
添
え
て
い
る（

7
（

。

　
「
享
保
の
修
理
時
、
金
を
薄
く
打
っ
た
た
め
、
お
お
い
に
悪
し
く
、
文
政
で
は
さ

ら
に
薄
く
打
っ
た
た
め
、
約
十
年
で
早
く
も
め
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
銀
を

だ
い
ぶ
ん
混
ぜ
て
打
っ
た
た
め
、
性
あ
し
く
な
っ
た
」。
す
な
わ
ち
、
享
保
修
理
で

金
を
薄
く
し
、
文
政
修
理
で
は
金
を
薄
く
し
た
ば
か
り
か
銀
を
大
量
に
混
ぜ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
得
義
私
見
を
受
け
名
古
屋
市
編『
名
古
屋
城
史
』（
昭
和
三
十
四
年
発
行
（は
、

修
理
自
体
が
金
板
を
吹
き
直
し
て
金
を
取
り
出
し
藩
の
財
政
に
入
れ
る
た
め
で
あ
っ

た
と
し
、
こ
の
説
が
今
や
定
説
化
し
流
布
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
御
天
守
鯱
木
地

仕
口
寸
尺
之
図
」
は
、
当
初
両
鯱
を
修
理
す
る
予
定
は
な
く
、
実
地
調
査
後
修
理
す

る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
保
存
措
置
の
た
め
の
修
理
で
あ
っ

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、鯱
修
理
目
的
を
藩
財
政
の
改
善
と
決
め
つ
け
る『
名

古
屋
城
史
』
の
説
の
根
拠
は
な
い
。
一
方
、
現
存
す
る
鱗
に
色
や
構
造
が
異
な
る
も

の
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
鱗
修
理
は
財
政
難
の
た
め
で
は
な
く

あ
く
ま
で
も
鯱
保
存
の
た
め
行
わ
れ
、
傷
ん
だ
鱗
の
み
補
作
交
換
さ
れ
状
態
の
よ
い

鱗
は
再
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
補
作
さ
れ
た
鱗
は
、『
金
城
温
古
録
』

の
説
の
よ
う
に
、厚
み
を
減
じ
銀
の
割
合
を
高
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
─
3
　
弘
化
・
嘉
永
の
修
理

　
『
名
古
屋
城
史
』に
は
、弘
化
三
年
に
も
金
鯱
を
修
理
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、

そ
の
典
拠
は
示
さ
れ
ず
、
詳
細
は
不
明
で
あ
っ
た
。

　

し
か
る
に
、
尾
張
藩
大
道
寺
家
の
用
人
で
奥
村
得
義
の
朋
友
で
あ
っ
た
水
野
正
信

（
一
八
〇
五
～
六
八
（
が
記
し
た
膨
大
な
見
聞
書
で
あ
る
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
青

窓
紀
聞（

8
（

」
に
、
弘
化
三
年
の
修
理
に
関
わ
る
記
述
が
あ
り
、
加
え
て
嘉
永
四
年
の
修

理
を
も
記
し
て
い
る
。
以
下
、
幕
末
期
の
こ
の
二
回
の
修
理
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

弘
化
三
年
の
修
理
は
、「
青
窓
紀
聞
」
巻
三
十
二
で
左
記
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

正
月
尾
の
御
天
守
鯱
両
方
共
足
代
懸
る
是
ハ
文
政
八
酉
年
年
真
木
朽
候
付
大
修

復
有
之
候
處
僅
廿
餘
年
に
し
て
い
か
な
る
故
そ
と
き
く
に
真
木
の
故
障
ハ
無
之

金
の
着
せ
方
不
宜
候
故
に
め
く
れ
落
候
事
之
由
去
巳
年
掃
除
中
間
之
内
金
を
ひ

ろ
い
て
其
筋
へ
出
さ
す
し
て
売
拂
候
由
こ
れ
ら
の
事
に
よ
り
て
今
御
修
復
急
に

な
り
し
か

　

弘
化
三
年
正
月
、
天
守
に
足
場
を
か
け
両
鯱
に
修
理
が
行
わ
れ
た
。
文
政
修
理
か

ら
わ
ず
か
二
十
余
年
後
の
修
理
で
あ
り
真
木
の
交
換
は
な
さ
れ
ず
、
金
が
め
く
れ
落

ち
た
部
分
の
修
理
で
あ
っ
た
。
落
ち
た
金
を
届
け
出
な
か
っ
た
掃
除
中
間
が
い
た
た

め
急
ぎ
修
理
し
た
と
い
う
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、
鯱
に
つ
い
て
の
戯
作
と
も
い
う
べ
き
長
文
が
「
青
窓
紀
聞
」
に

あ
る
。
借
金
の
か
た
に
鴻
池
家
に
行
け
と
い
う
厳
命
を
受
け
た
鯱
夫
婦
が
、
家
康
以

来
の
家
格
な
の
に
と
嘆
き
、い
っ
そ
堀
に
飛
ん
で
身
投
げ
し
よ
う
と
雌
鯱
が
提
案
し
、

雄
鯱
が
「
近
来
の
御
修
復
か
ら
色
が
悪
い
と
評
判
あ
し
く
な
っ
て
い
る
の
に
、
堀
で

死
ん
だ
ら
笑
わ
れ
る
」
と
答
え
る
も
の
。
こ
の
戯
文
か
ら
、
弘
化
三
年
の
時
点
で
、
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鱗
の
品
質
の
低
下
は
城
下
の
人
皆
が
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ

る
。

　

つ
い
で
「
青
窓
紀
聞
」
巻
四
十
二
・
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
（
の
項
に
左
記
が
あ

る
。

　
　
　

〇
尾
城
金
鯱
真
木
御
修
復
ア
リ
又

　
　
　

御
本
丸
御
天
井
向
御
張
付
向
追
て
御
修
復
の
事
あ
り

　

鯱
真
木
を
修
復
し
た
、
さ
ら
に
本
丸
御
殿
の
天
井
貼
付
も
修
理
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
嘉
永
五
年
に
鯱
の
芯
木
が
修
理
さ
れ
た
と
い
う
記
事
は
本
件
し
か
現
時
点
で

は
知
ら
れ
な
い
が
、「
青
窓
紀
聞
」
巻
四
十
に
は
嘉
永
三
年
か
ら
本
丸
御
殿
の
襖
絵

類
を
部
屋
毎
に
修
理
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
現
存
す
る
重
要
文
化
財
本
丸
御
殿

障
壁
画
の
下
貼
か
ら
出
た
修
理
銘
と
一
致
す
る
。
そ
も
そ
も
水
野
正
信
が
仕
え
た
大

道
寺
家
は
城
代
を
し
ば
し
ば
勤
め
名
古
屋
城
修
理
に
深
く
携
わ
っ
て
お
り
、
嘉
永
五

年
に
鯱
を
直
し
た
と
い
う
記
録
の
信
憑
性
は
高
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
享
保
・
文
政
の
二
度
に
わ
た
り
大
修
理
が
行
わ
れ
、
弘
化
・
嘉
永

に
も
修
理
が
行
わ
れ
た
。
傷
ん
だ
鱗
は
新
規
の
も
の
に
交
換
さ
れ
、
そ
の
時
に
は
、

従
来
の
金
板
に
銀
を
加
え
て
吹
き
な
お
し
た
鱗
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
江
戸
期
に
お
け
る
鯱
へ
の
変
更
は
、
い
わ
ゆ
る
現
状
変
更
の
み
で
あ
っ

た
。

　

明
治
維
新
後
、
鯱
は
所
有
者
変
更
と
所
在
場
所
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
尾
張

藩
主
が
「
無
用
の
長
物
」
と
し
て
鯱
を
国
に
献
上
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
鯱
外
し
・

鯱
戻
し
の
一
件
で
あ
り
、
す
で
に
触
れ
た
こ
と
も
あ
る
が（

（
（

、
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
所

蔵
「
明
治
四
年　

雑
記
録
」
中
の
「
鯱
貢
献
」
に
詳
細
な
記
事
が
あ
る
の
で
、
そ
の

紹
介
を
兼
ね
触
れ
て
お
き
た
い（

（1
（

。

三
　
近
代
の
所
有
者
・
所
在
場
所
変
更

　
三
─
1
　
明
治
の
貢
献
・
復
旧

　

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
（
十
二
月
十
日
、名
古
屋
藩
か
ら
太
政
官
弁
官
に
あ
て
、「
名

古
屋
城
天
守
の
金
鴟
尾
は
無
用
の
長
物
で
あ
る
た
め
、
金
を
剥
し
御
用
に
た
て
、
城

内
の
建
物
は
逐
次
取
り
毀
し
修
繕
費
を
省
き
た
い
」
と
い
う
伺
い
が
出
さ
れ
た
。
当

時
の
名
古
屋
藩
知
事
は
尾
張
徳
川
家
十
四
代
の
慶
勝
（
一
八
二
四
～
八
三
（
で
、
病

弱
で
あ
っ
た
子
の
初
代
名
古
屋
藩
知
事
義
宜
（
尾
張
徳
川
家
十
六
代
・
一
八
五
八
～

七
五
（に
か
わ
っ
て
十
二
月
三
日
に
二
代
藩
知
事
に
就
任
し
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、

鯱
貢
献
の
主
体
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

鯱
貢
献
は
、
十
二
月
十
二
日
に
は
「
伺
之
通
」
と
な
り
、
そ
の
旨
大
蔵
省
に
弁
官

か
ら
通
達
さ
れ
た（

（（
（

。　

　

名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
蔵
「
鯱
貢
献
」
に
よ
れ
ば
、
名
古
屋
藩
の
土
木
担
当
者
間
で

ま
ず
お
祓
い
の
是
非
が
議
論
と
な
り
、
熱
田
神
宮
・
三
之
丸
天
王
社
・
名
古
屋
東
照

宮
等
の
神
官
に
よ
る
神
事
が
行
な
わ
れ
た
。
次
い
で
「
全
形
の
ま
ま
」
で
天
守
か
ら

降
ろ
し
東
京
ま
で
運
ぶ
手
法
と
経
路
が
検
討
さ
れ
、
よ
う
や
く
翌
明
治
四
年
五
月
半

ば
「
全
形
の
ま
ま
取
り
除
く
」
こ
と
が
で
き
る
見
込
み
と
な
り
、
大
き
さ
と
重
さ
か

ら
東
海
道
に
よ
る
陸
路
で
は
な
く
海
路
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で
頭

と
尾
の
金
板
が
一
部
な
か
っ
た
が
、
そ
の
ま
ま
六
月
十
日
知
多
丸
に
乗
せ
熱
田
を
出

港
し
、
同
十
七
日
「
藩
邸
」
に
「
荷
揚
げ
」
さ
れ
た
。
藩
邸
と
は
江
戸
浅
草
瓦
町
の

徳
川
邸
の
こ
と
で
、
隅
田
川
に
面
し
て
船
付
場
も
あ
り
、
船
で
の
輸
送
に
は
適
し
て

い
た
。

　

翌
日
、
い
つ
ど
の
経
路
で
皇
居
（
旧
江
戸
城
（
に
搬
入
す
る
か
の
伺
い
を
名
古
屋

藩
か
ら
太
政
官
弁
官
に
た
て
、
見
物
人
が
集
ま
り
混
乱
を
極
め
た
た
め
早
々
に
移
す

こ
と
と
し
、
六
月
二
十
二
日
、
浅
草
御
門
か
ら
馬
喰
町
を
経
て
和
田
倉
御
門
を
通
り
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皇
城
（
旧
江
戸
城
（
に
納
め
た
。
こ
の
日
を
も
っ
て
金
鯱
の
所
有
者
は
名
古
屋
藩
か

ら
国
に
移
り
、
所
在
場
所
も
旧
名
古
屋
城
か
ら
皇
城
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。

　

留
意
す
べ
き
は
、
鯱
貢
献
伺
書
が
鱗
を
剥
ぎ
取
る
か
の
よ
う
に
記
す
の
に
か
か
わ

ら
ず
、
名
古
屋
藩
側
は
「
全
形
の
ま
ま
」
か
ら
降
ろ
し
全
形
の
ま
ま
輸
送
す
る
こ
と

が
大
切
と
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
全
形
の
ま
ま
と
は
、
鱗
や
鰭
を
外
し
た

り
胴
体
を
分
割
し
た
り
し
な
い
意
味
と
考
え
ら
れ
、
慶
勝
の
内
々
の
意
で
あ
っ
た
可

能
性
も
あ
る
。
当
時
は
「
全
国
城
郭
存
廃
ノ
処
分
並
兵
営
地
等
撰
定
方
」（
い
わ
ゆ

る
廃
城
令
・
明
治
六
年
一
月
発
布
（
に
よ
り
名
古
屋
城
が
存
城
に
分
類
さ
れ
る
以
前

の
段
階
で
、
天
守
の
行
末
も
混
沌
と
し
て
い
た
。
鯱
を
差
し
出
し
た
背
景
に
は
、
鯱

だ
け
は
助
け
た
い
と
い
う
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
三
─
2
　
博
覧
会
へ
の
出
品
・
天
守
へ
の
復
旧

　

皇
城
に
移
っ
た
の
ち
の
数
年
間
、
鯱
の
所
在
場
所
は
変
り
つ
づ
け
る
。

　

明
治
五
年
（
一
八
七
二
（、
鯱
を
ウ
イ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
出
品
す
る
こ
と
が
決

定
さ
れ
、
プ
レ
企
画
で
あ
る
湯
島
聖
堂
で
の
博
覧
会
（
現
東
京
都
台
東
区
・
会
期
三

月
十
日
～
四
月
三
十
日
（
に
北
鯱
が
公
開
さ
れ
た
。
翌
明
治
六
年
三
月
、
内
山
下
町

に
山
下
門
内
博
物
館
（
現
東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
、
帝
国
ホ
テ
ル
の
あ
た
り
（
が

設
置
さ
れ
、
北
鯱
は
館
内
で
常
設
展
示
さ
れ
た
。
明
治
六
年
五
月
一
日
か
ら
始
ま
っ

た
ウ
イ
ー
ン
万
国
博
覧
会
（
会
期
十
月
三
十
一
日
ま
で
（
に
は
、
南
鯱
が
出
品
さ
れ

た
。
出
品
に
先
立
ち
、
明
治
五
年
十
月
南
鯱
が
博
物
館
当
局
に
よ
り
修
理
さ
れ
、
そ

の
鱗
が
現
存
す
る
四
─
五
号
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

修
理
箇
所
が
尾
の
先
で
あ
っ
た
こ
と
も「
尾
の
先
に
金
板
が
な
か
っ
た
」と
す
る「
鯱

貢
献
」
の
記
録
と
一
致
す
る
。

　

他
の
出
品
作
品
は
輸
送
船
ニ
ー
ル
号
の
沈
没
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
が
、
鯱
は
別
便

に
乗
せ
ら
れ
、
翌
年
無
事
東
京
に
戻
っ
た
。
そ
の
後
名
古
屋
東
掛
所
（
東
本
願
寺
・

会
期
明
治
七
年
五
月
一
日
～
六
月
十
日
（・
金
沢
博
覧
会
（
兼
六
園
内
東
別
院
・
明

治
七
年
六
月
十
六
日
～
七
月
三
十
一
日
（、
京
都
博
覧
会
（
仙
洞
御
所
・
明
治
八
年

三
月
一
日
～
六
月
八
日
（
な
ど
に
ほ
ぼ
切
れ
目
な
く
出
品
さ
れ
た（

（1
（

。

　

各
博
覧
会
を
宣
伝
す
る
錦
絵
や
出
品
目
録
に
お
い
て
金
鯱
は
大
き
く
図
示
さ
れ
て

お
り
、
い
わ
ゆ
る
目
玉
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
名
古
屋
側
は
そ
れ
を

よ
し
と
せ
ず
、
鯱
復
旧
に
む
け
て
動
き
出
す
。

　

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
（
六
月
十
日
「
金
鴟
尾
復
旧
の
伺
」
が
「
愛
知
県
下
有

志
之
人
民
」
の
意
を
受
け
た
名
古
屋
鎮
台
司
令
長
官
・
陸
軍
少
将
四
條
隆
謌
か
ら
陸

軍
卿
山
県
有
朋
代
理
・
陸
軍
少
輔
大
山
巖
に
あ
て
て
提
出
さ
れ
た（

（1
（

。
同
年
七
月
二
十

日
、復
旧
は
す
み
や
か
に
聞
き
届
け
ら
れ
た
。
十
月
に
は
両
鯱
が
名
古
屋
に
到
着
し
、

明
治
十
二
年
二
月
、
天
守
に
揚
げ
ら
れ
た（

（1
（

。

　

こ
の
鯱
復
旧
の
仕
掛
人
の
一
人
が
、
名
古
屋
城
下
屈
指
の
大
商
人
伊
藤
次
郎
左
衛

門
で
あ
っ
た
。
嘆
願
書
も
次
郎
左
衛
門
が
草
し
た
ら
し
く
、
例
の
「
無
用
ノ
長
物
」

を
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
挿
入
し
た
文
案
が
同
家
に
伝
わ
る（

（1
（

。

　

鯱
復
旧
完
了
後
に
揮
毫
さ
れ
名
古
屋
城
に
納
め
ら
れ
た
の
が
、
名
古
屋
城
総
合
事

務
所
蔵
「
金
鯱
復
旧
銘
板
」（
図
4　

写
真
は
裏
面
（
で
、
同
じ
よ
う
に
「
無
用
の

長
物
」
の
文
言
を
引
き
名
古
屋
藩
旧
藩
主
へ
の
嫌
味
を
込
め
つ
つ
、
移
転
経
費
一
切

を
市
民
有
志
で
負
担
し
復
旧
を
完
遂
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
銘
板
制
作
に

も
伊
藤
家
が
関
わ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、記
さ
れ
た
関
係
者
三
十
五
人
の
筆
頭
は
、

名
古
屋
鎮
台
司
令
長
官
四
條
隆
謌
で
あ
っ
た
。
四
條
隆
謌
と
は
、
先
の
復
旧
伺
い
書

を
弁
官
に
提
出
し
た
名
古
屋
鎮
台
の
幹
部
筆
頭
に
他
な
ら
な
い
。
四
条
以
下
、
工
兵

第
三
方
面
第
一
団
区
長
飛
鳥
井
雅
世
な
ど
陸
軍
軍
人
三
名
が
続
き
、
愛
知
県
と
名
古

屋
区
の
長
や
官
吏
、
商
人
、
職
人
の
順
に
名
を
記
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
鯱
復
旧
を
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根
回
し
し
経
費
を
負
担
し
た
の
は
伊
藤
家
ら
有
力
町
民
で
あ
っ
た
が
、
名
目
上
の
指

揮
者
は
あ
く
ま
で
も
名
古
屋
鎮
台
で
あ
っ
た
。
勘
ぐ
れ
ば
、
名
古
屋
城
に
着
任
し
た

ば
か
り
の
名
古
屋
鎮
台
に
と
り
、
天
守
で
輝
く
金
鯱
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
、

東
京
か
ら
金
鯱
を
取
り
戻
す
の
は
名
古
屋
の
老
舗
の
面
々
を
掌
握
す
る
た
め
に
も
間

違
い
な
い
良
策
で
あ
る
。
山
下
門
内
博
物
館
と
し
て
も
開
帳
が
一
段
落
し
た
金
鯱
に

さ
ほ
ど
の
未
練
は
な
く
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
金
鯱
は
異
論
な
く
名
古
屋
城
天
守
に

戻
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
金
鯱
お
よ
び
天
守
が
国
所
有
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
明
治

十
二
年
二
月
の
鯱
復
旧
と
は
、
金
鯱
が
宮
内
省
管
轄
の
御
物
で
は
な
く
な
り
、
名
古

屋
鎮
台
所
管
の
建
造
物
た
る
天
守
に
戻
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
単
体
の
有
形
文

化
財
か
ら
土
地
建
物
一
体
と
し
て
の
不
動
産
の
構
成
要
素
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ

う
。

　
三
─
3
　
明
治
の
盗
難
・
修
理
・
調
査

　

明
治
四
年
か
ら
十
二
年
ま
で
の
流
浪
の
時
期
、
鯱
は
水
谷
論
文
（
註
1
（
に
よ
れ

ば
二
度
に
わ
た
り
鱗
を
盗
ま
れ
た
。
ま
ず
明
治
九
年
七
月
二
十
九
日
、
山
下
門
内
博

物
館
で
陳
列
中
の
北
鯱
の
鱗
三
枚
を
、
東
京
府
士
族
の
一
人
が
は
ぎ
と
り
、
鋳
つ
ぶ

し
て
計
七
十
五
匁
（
二
十
八
ｇ
（
の
指
輪
な
ど
に
し
て
売
却
し
、
逮
捕
さ
れ
た
。
ま

た
名
古
屋
到
着
後
天
守
に
揚
げ
ら
れ
た
の
ち
の
明
治
十
一
年
十
二
月
十
八
日
、
名
古

屋
鎮
台
の
兵
が
足
場
を
登
り
頭
部
の
金
を
は
ぎ
売
却
し
よ
う
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
。

　

明
治
十
一
年
の
盗
難
に
つ
い
て
は
、
名
古
屋
城
所
蔵
資
料
か
ら
、
修
理
の
事
実
が

確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
ふ
れ
た
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
（
の
北
鯱
鱗
金

板
盗
難
事
件
に
際
し
名
古
屋
城
が
作
成
し
た
金
板
盗
難
部
分
の
拓
本
六
十
枚
余
の
中

に
、「
裏　

明
治
十
一
年
十
二
月
銘
」
と
鉛
筆
で
記
す
一
葉
が
含
ま
れ
て
お
り
、
金

板
が
剥
が
さ
れ
た
銅
板
を
金
板
接
着
の
た
め
鯱
本
体
か
ら
は
ず
し
た
と
こ
ろ
、
裏
側

に
明
治
十
一
年
十
二
月
の
銘
が
刻
さ
れ
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。
明
治
十
一
年
十
二

月
と
い
う
記
載
か
ら
、
明
治
十
一
年
十
二
月
十
八
日
の
盗
難
後
、
た
だ
ち
に
修
理
し

た
こ
と
に
な
る
。
本
件
は
名
古
屋
鎮
台
軍
卒
に
よ
る
不
祥
事
で
あ
り
、
修
理
は
鎮
台

の
責
務
と
し
て
内
々
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
鎮
台
は
、
鯱
復
後
も
鯱
の
調
査
と
保
全
を
行
っ
た
。
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館

蔵
（「
名
古
屋
城
金
鴟
尾
損
所
調
査
図
」
一
巻
（
図
5
（
は
、
明
治
十
三
年
、
名
古

屋
鎮
台
が
両
鯱
の
損
傷
を
調
査
し
作
図
し
た
図
巻
で
あ
り
、
明
治
二
十
六
年
の
名
古

屋
城
本
丸
の
御
料
地
へ
の
編
入
に
と
も
な
い
陸
軍
省
か
ら
宮
内
省
に
保
管
転
換
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
金
の
剥
落
個
所
や
修
理
跡
が
丁
寧
に
図
示
さ
れ
て
お
り
、
南
鯱

の
金
欠
落
部
の
い
く
つ
か
は
、
昭
和
十
二
年
の
盗
難
事
件
に
と
も
な
う
修
理
箇
所
図

面
と
完
全
に
一
致
す
る
。
烏
除
け
の
金
網
を
再
度
設
置
す
る
こ
と
、
飛
散
し
た
鱗
片

を
鎮
台
が
保
管
し
て
い
る
こ
と
も
記
し
て
お
り
、
復
旧
さ
れ
た
金
鯱
は
再
び
烏
の
餌

食
に
な
っ
た
ら
し
い
。

　

本
件
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
名
古
屋
城
の
維
持
費
は
莫
大
で
、
明
治
二
十
四

年
（
一
八
九
一
（
の
濃
尾
震
災
に
よ
る
被
害
を
陸
軍
経
費
で
修
理
し
た
の
ち
の
明
治

二
十
六
年
、
天
守
や
本
丸
御
殿
を
含
む
本
丸
が
名
古
屋
離
宮
と
な
り
宮
内
省
の
管
理

下
に
お
か
れ
た
。
宮
内
省
は
当
初
本
丸
の
現
状
維
持
に
努
め
た
が
、
の
ち
方
針
を
転

換
し
、
明
治
四
十
三
年
に
は
旧
江
戸
城
の
櫓
や
門
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
銅
鯱
七
組

十
四
点
を
名
古
屋
離
宮
に
運
び
込
み
、
小
天
守
や
西
北
隅
櫓
な
ど
の
屋
根
上
に
あ
っ

た
旧
来
の
瓦
鯱
全
点
と
交
換
し
た
。
お
ろ
さ
れ
た
瓦
鯱
は
一
部
を
除
き
破
却
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。

　

明
治
末
期
の
こ
の
大
規
模
な
鯱
変
更
に
お
い
て
も
天
守
金
鯱
の
み
は
手
を
付
け
ら

れ
ず
、
創
建
時
の
姿
を
保
っ
た
。
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三
─
4
　
名
古
屋
市
下
賜
と
盗
難

　

名
古
屋
城
が
離
宮
と
さ
れ
た
の
は
、
天
皇
皇
后
の
東
海
道
往
還
途
中
の
宿
泊
施
設

と
い
う
利
便
性
の
ゆ
え
で
あ
っ
た
が
、
交
通
機
関
の
発
達
に
よ
り
宿
泊
の
必
要
性
は

薄
れ
、昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
（、名
古
屋
離
宮
は
廃
さ
れ
名
古
屋
市
に
下
賜
さ
れ
た
。

　

下
賜
直
後
、
天
守
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
、
名
古
屋
市
は
国
宝
建
造
物
の
悉
皆
調
査

に
着
手
す
る
。
前
に
述
べ
た
と
お
り
、
昭
和
十
二
年
一
月
、
調
査
の
た
め
の
足
場
を

利
用
し
た
盗
難
事
件
に
よ
り
北
鯱
鱗
五
十
八
枚
の
金
板
が
剥
ぎ
取
ら
れ
た
。

　

し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
が
、
盗
ま
れ
た
の
は
最
表
面
の
金
の
薄
い
板
で
あ
り
、
銅

基
板
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。
金
板
は
銅
の
基
板
に
漆
と
小
鋲
で
接
着
さ
れ
て
い
る

だ
け
な
の
で
、
鋲
を
抜
く
な
り
鋏
で
切
る
な
り
す
れ
ば
容
易
に
剥
奪
で
き
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
損
傷
個
所
拓
本
や
作
業
日
誌
、
会
議
議
事
録
（
名
古
屋

城
総
合
事
務
所
・
名
古
屋
市
市
政
資
料
館
蔵
（
や
新
聞
記
事
に
よ
り
、
発
生
か
ら
修

理
ま
で
の
経
緯
が
知
ら
れ
る
。
詳
細
は
省
く
が
、
犯
人
逮
捕
後
、
金
板
を
つ
ぶ
し
た

金
塊
が
市
に
よ
り
買
い
戻
さ
れ
、
購
入
し
た
金
も
使
用
し
て
金
板
が
大
阪
造
幣
局
で

新
作
さ
れ
、
旧
銅
板
に
貼
ら
れ
た
。
そ
の
銅
板
を
屋
根
上
の
鯱
に
打
ち
つ
け
る
作
業

が
数
日
繰
り
返
さ
れ
、
従
前
か
ら
は
が
れ
て
い
た
南
鯱
金
板
も
補
わ
れ
、
一
件
は
落

着
し
た
。
な
お
南
鯱
修
復
図
面
も
残
る
が
、
現
存
す
る
鱗
と
一
致
す
る
修
復
図
面
は

な
い
。

　

こ
の
一
件
で
注
目
す
べ
き
は
、「
鱗
の
金
純
度
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
た
め
、
修
理

に
あ
た
っ
て
は
金
の
厚
み
は
一
番
厚
い
鱗
に
な
ら
い
、
純
度
も
一
番
高
い
鱗
に
な
ら

う
」
と
い
う
修
理
方
針
が
当
初
は
提
案
さ
れ
た
が
、
現
存
す
る
金
板
の
純
度
は
市
民

に
は
公
表
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
に
十
四
金
と
い
う
低
純
度
の
金
で
修
理
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
余
っ
た
金
塊
を
再
度
固
め
た
イ
ン
ゴ
ッ
ト
（
一
号
（
の
純
度
も

金
五
四
・
一
八
％
と
き
わ
め
て
低
く
、
盗
ま
れ
た
金
板
は
多
様
で
か
つ
多
く
が
低
純

度
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
鯱
写
真

　
四
─
一
　
幕
末
・
明
治
の
鯱
写
真

　

こ
の
よ
う
に
、
鯱
の
所
有
者
（
管
理
者
（
は
、
徳
川
家
か
ら
明
治
新
政
府
に
か
わ

り
、
名
古
屋
鎮
台
（
の
ち
陸
軍
省
（、
宮
内
省
と
保
管
転
換
さ
れ
、
最
終
的
に
名
古

屋
市
所
蔵
と
な
っ
た
。
所
在
場
所
は
、
名
古
屋
城
か
ら
東
京
浅
草
の
徳
川
邸
、
そ
し

て
皇
城
に
移
っ
た
。
さ
ら
に
北
鯱
は
湯
島
聖
堂
で
の
展
示
を
経
て
山
下
門
内
博
物
館

に
展
示
さ
れ
、
明
治
十
二
年
名
古
屋
城
に
戻
っ
た
、
南
鯱
は
、
ウ
イ
ー
ン
万
博
後
各

地
を
遊
行
し
や
は
り
名
古
屋
城
に
戻
っ
た
。　

　

そ
し
て
、
幕
末
以
降
、
所
有
者
や
所
在
場
所
が
か
わ
る
ご
と
に
鯱
は
撮
影
あ
る
い

は
絵
画
化
・
図
面
化
さ
れ
て
い
る
（
内
訳
は
表
3
参
照
（。
こ
こ
ま
で
頻
繁
に
撮
影

や
調
査
が
な
さ
れ
た
城
郭
の
構
成
要
素
は
お
そ
ら
く
他
に
は
な
く
、
鯱
が
担
う
こ
と

に
な
っ
た
近
代
史
が
こ
こ
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
写
真
に
関
し
て
は
、
い

わ
ゆ
る
古
写
真
が
四
十
点
以
上
存
在
す
る
。
よ
っ
て
、
章
を
改
め
い
っ
た
ん
鯱
通
史

か
ら
離
れ
、
幕
末
・
明
治
の
鯱
撮
影
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。

　
【
慶
勝
写
真
一
】
浅
草
瓦
町
邸

　

最
も
古
い
金
鯱
の
近
接
写
真
は
、
明
治
四
年
の
鯱
貢
献
に
関
わ
る
も
の
で
、
徳
川

林
政
史
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
る
徳
川
慶
勝
撮
影
写
真
の
中
に
含
ま
れ
、
ガ
ラ
ス
原
板

と
鶏
卵
写
真
を
含
め
十
九
点
を
数
え
る（

（1
（

。
そ
の
内
十
七
点
は
台
車
上
の
鯱
を
真
横
か

ら
撮
影
す
る
縦
長
写
真
で
、
北
鯱
は
右
半
身
（
図
6
（、
南
鯱
は
左
半
身
（
図
7
（

が
写
っ
て
い
る
。
カ
メ
ラ
位
置
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
日
の
当
た
り
具
合
が
異
な
る
よ
う
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だ
。
撮
影
者
慶
勝
は
、
明
治
四
年
四
月
十
日
に
名
古
屋
か
ら
東
京
浅
草
瓦
町
の
邸
宅

に
移
っ
て
お
り（

（1
（

、
六
月
十
七
日
の
鯱
到
着
は
浅
草
邸
で
出
迎
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

同
月
二
十
二
日
に
鯱
は
早
く
も
皇
城
に
搬
入
さ
れ
た
た
め
、
正
味
四
日
間
で
慶
勝
は

両
鯱
を
撮
影
し
た
こ
と
に
な
る
。
鯱
に
費
や
し
た
ガ
ラ
ス
原
板
の
枚
数
が
他
の
慶
勝

写
真
に
比
べ
圧
倒
的
に
多
く
撮
影
方
法
に
も
倉
卒
感
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
鯱
へ
の
惜

別
を
込
め
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
急
ぎ
撮
影
し
た
も
の
と
想
像
で
き
る
。
な
お
、
北

鯱
写
真
の
背
景
に
長
屋
の
屋
根
妻
部
外
壁
が
写
っ
て
お
り
、
慶
勝
が
撮
影
し
た
瓦
町

邸
写
真
と
の
比
較
か
ら
、
船
着
場
北
側
に
あ
っ
た
長
屋
脇
の
空
地
に
鯱
は
仮
置
き
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

加
え
て
、
狭
い
場
所
で
の
急
か
さ
れ
た
撮
影
で
あ
り
な
が
ら
、
鯱
細
部
が
明
確
に

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
瞠
目
し
た
い
。
よ
っ
て
、現
存
す
る
鱗
と
の
比
較
か
ら
、

九
号
鱗
と
い
う
扇
形
の
鱗
が
南
鯱
左
半
身
の
鱗
と
特
定
で
き
る
（
挿
図
1
（。
八
号
、

十
号
も
九
号
周
辺
の
鱗
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
南
鯱
の
尾
鰭
の
先
端
部

が
一
部
黒
く
写
っ
て
お
り
、
金
の
欠
落
箇
所
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
損
壊
箇
所
が
明

治
五
年
十
月
、
博
物
館
当
局
に
よ
り
修
理
さ
れ
、
四
─
五
号
と
し
て
現
存
す
る
の
で

あ
り
、
現
存
品
の
特
定
の
上
で
も
慶
勝
写
真
は
重
要
で
あ
る
。　

　【
慶
勝
写
真
二
】　

ウ
イ
ー
ン
博
覧
会

　

北
鯱
は
、
湯
島
聖
堂
で
の
博
覧
会
（
会
期
明
治
五
年
三
月
十
日
～
四
月
三
十
日
（

に
展
示
さ
れ
た
。
角
度
な
ど
が
異
な
る
鯱
写
真
が
今
確
認
で
き
る
だ
け
で
も
十
点
以

上
現
存
し
、し
か
も
そ
の
多
く
が
博
覧
会
関
係
者
の
記
念
写
真
で
あ
る
。
中
で
も「
湯

島
聖
堂
博
覧
会
関
係
者
写
真
」（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
・
図
（
（
は
、
博
覧
会
開
催

直
前
の
同
年
二
月
、
名
古
屋
出
身
の
植
物
学
者
伊
藤
圭
介
翁
を
中
央
に
し
、
田
中
芳

男
、町
田
久
成
、蜷
川
式
胤
ら
当
時
の
文
化
行
政
を
代
表
す
る
面
々
が
鯱
の
前
で
ポ
ー

ズ
を
と
る
歴
史
的
な
一
枚
で
あ
る（

（1
（

。
こ
の
他
、
博
覧
会
関
係
者
と
思
わ
れ
る
青
年
が

金
鯱
の
前
に
立
つ
写
真
も
あ
り（
図
10
参
照
（、湯
島
聖
堂
博
覧
会
で
の
金
鯱
公
開
は
、

若
き
知
識
人
に
と
り
、新
時
代
の
幕
開
け
を
象
徴
す
る
晴
れ
や
か
な
戦
果
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
各
写
真
の
比
較
か
ら
、
湯
島
聖
堂
大
成
殿
前
に
安
置
さ
れ
た
あ
と
枠
や
柵
が

順
次
設
置
さ
れ
、「
貢
納
名
古
屋
藩
」と
大
書
す
る
木
札
が
置
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

博
覧
会
開
催
後
も
こ
の
「
貢
納
名
古
屋
藩
」
木
札
は
鯱
の
前
に
置
か
れ
て
お
り
、
観

客
へ
の
説
明
用
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
博
覧
会
の
様
子
を
描
く
各
種
錦

絵
（
表
3
参
照
（
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

　

一
方
、
同
じ
木
札
を
飾
る
も
の
の
、
北
鯱
で
は
な
く
南
鯱
を
撮
影
し
、
撮
影
場
所

は
湯
島
聖
堂
で
は
な
く
菰
巻
き
さ
れ
た
大
蘇
鉄
が
植
わ
る
庭
で
、
台
車
も
布
で
隠
さ

れ
て
い
る
金
鯱
写
真
が
複
数
あ
る
。

　

そ
の
内
も
っ
と
も
有
名
な
写
真
が
、
ポ
ー
ズ
す
る
男
衆
二
名
と
と
も
に
南
鯱
を
撮

影
す
る
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
慶
勝
撮
影
写
真
と
し
て
し
ば
し
ば
紹
介

さ
れ
る
一
枚
（
図
11
『
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
写
真
資
料
目
録
一
』
の
う
ち

三
七
八
（
貢
納
名
古
屋
城
天
守
金
鯱
（（
二
丸
蘇
鉄
の
庭
（（
で
あ
る
。
鶏
卵
紙
の
焼

付
写
真
を
ア
ル
バ
ム
に
貼
っ
た
一
葉
も
存
在
す
る
（『
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
写

真
資
料
目
録
二
』
八
一
九
（
貢
納
名
古
屋
城
天
守
金
鯱
（（。

　

た
だ
し
こ
の
二
点
を
慶
勝
が
自
身
で
鯱
を
撮
影
し
た
写
真
と
し
て
よ
い
か
は
検
討

を
要
す
る
。
ほ
ぼ
同
じ
構
図
の
南
鯱
写
真
が
、
写
真
ア
ル
バ
ム
『
墺
国
維
府
博
覧
会

出
品
撮
影
』に
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

11
（

。『
墺
国
維
府
博
覧
会
出
品
撮
影
』と
は
、

ウ
イ
ー
ン
万
国
博
覧
会
（
会
期
明
治
六
年
五
月
一
日
～
十
一
月
一
日
（
の
開
催
に
先

立
ち
、
博
覧
会
事
務
局
の
事
業
と
し
て
写
真
家
横
山
松
三
郎
ら
が
出
品
作
品
を
撮
影

し
た
鶏
卵
写
真
を
ア
ル
バ
ム
に
仕
立
て
た
も
の
で
、
東
京
国
立
博
物
館
に
五
帖
、
早

稲
田
大
学
図
書
館
に
一
帖
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
全
て
に
蘇
鉄
と
金
鯱
の
写
真
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が
含
ま
れ
て
お
り
、
と
く
に
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
一
本
（『
墺
国
維
府
博
覧
会

出
品
撮
影
』
一
・
乙
本
（
は
、
人
物
の
ポ
ー
ズ
や
ト
リ
ミ
ン
グ
な
ど
が
ほ
ぼ
完
全
に

一
致
す
る
（
図
12
（。
さ
ら
に
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
別
本
（『
墺
国
維
府
博
覧
会

出
品
撮
影
』
二
・
甲
本
（
に
は
、
慶
勝
写
真
と
全
く
同
じ
薦
巻
き
蘇
鉄
を
背
景
に
す

る
も
の
の
人
物
が
い
な
い
南
鯱
写
真
が
あ
る
（
図
13
（。　

　

加
え
て
、
同
じ
菰
巻
き
蘇
鉄
が
写
る
も
の
の
、
鯱
で
は
な
く
五
重
塔
を
被
写
体
と

す
る
写
真
が
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
乙
本
に
含
ま
れ
る
（
図
14
（。
こ
の
五
重
塔
は
、

金
鯱
と
同
じ
く
「
巨
大
物
品
」
と
し
て
日
本
か
ら
ウ
イ
ー
ン
万
国
博
覧
会
に
出
品
さ

れ
た
「
東
京
谷
中
天
王
寺
五
重
塔
ノ
雛
形　

高
サ
二
間
」（
記
載
は
『
墺
国
博
覧
会

参
同
記
要（

1（
（

』
上
（
に
よ
る
（
に
他
な
ら
な
い
。
蘇
鉄
の
枝
ぶ
り
か
ら
、
鯱
写
真
よ
り

や
や
右
側
に
カ
メ
ラ
を
置
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
慶
勝
写
真
に
お
い
て
鯱

の
前
で
座
す
職
人
頭
の
よ
う
な
男
性
は
、『
墺
国
維
府
博
覧
会
出
品
撮
影
』
の
「
大

太
鼓
」
の
前
で
も
ポ
ー
ズ
を
決
め
て
お
り
、
大
太
鼓
の
右
手
に
や
は
り
蘇
鉄
が
写
り

こ
ん
で
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
大
太
鼓
、
五
重
塔
雛
形
、
金
鯱
な
ど
の
ウ
イ
ー
ン
万
国

博
覧
会
で
の
「
巨
大
物
品
」
は
、
蘇
鉄
が
植
わ
る
同
じ
庭
園
で
、
同
じ
時
期
、
同
じ

ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
撮
影
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
指
摘
す
れ
ば
、
慶
勝
撮
影
の
ア
ル
バ
ム
「
器
械
・
器
具
写
真
（
帳
（」
に
、

鯱
写
真
と
合
わ
せ
て
貼
り
込
ま
れ
た
模
型
や
器
物
の
鶏
卵
写
真
（『
徳
川
林
政
史
研

究
所
写
真
目
録　

二
』
八
一
一
か
ら
八
三
四
ま
で
（
は
、『
墺
国
維
府
博
覧
会
出
品

撮
影
』
に
「
日
本
各
地
産
物
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
ウ
イ
ー
ン
万
博
出
品
作
品
の
写

真
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　

詳
細
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
が
、
慶
勝
写
真
の
う
ち
の
蘇
鉄
を
背
景
と
す
る
鯱
写

真
は
複
写
で
あ
り
、
原
本
は
、
金
鯱
や
五
重
塔
雛
形
、
各
地
産
物
な
ど
の
ウ
イ
ー
ン

万
国
博
覧
会
の
出
品
予
定
作
品
を
博
覧
会
事
務
局
の
依
頼
に
よ
り
横
山
松
三
郎
ら
が

博
覧
会
に
先
立
っ
て
撮
影
し
た
膨
大
な
写
真
の
う
ち
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
原
本
の
撮
影
場
所
は
、
義
勝
写
真
と
同
じ
枝
ぶ
り
の
大
蘇
鉄
が
植
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
写
真
か
ら
確
認
で
き
る
、
内
山
下
町
に
あ
っ
た
旧
島
津
藩
装
束
屋
敷
の
庭
と

推
定
し
た
い
（
図
15
「
山
下
門
内
博
物
館
表
門
」・
明
治
七
年
和
田
一
郎
撮
影
・
東

京
国
立
博
物
館
蔵
（。

　

旧
島
津
藩
装
束
家
敷
で
の
巨
大
物
品
撮
影
時
期
は
、
蘇
鉄
が
防
寒
の
た
め
菰
巻
き

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
五
年
の
晩
秋
か
ら
六
年
の
春
ま
で
と
な
り
、
同
六
年

二
月
に
南
鯱
は
ウ
イ
ー
ン
に
向
け
出
港
し
て
い
る
た
め
、
二
月
以
前
に
絞
ら
れ
る
。

　

旧
島
津
藩
装
束
家
敷
は
、
同
六
年
三
月
、
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
事
務
局
を
書
籍

館
等
と
合
併
し
て
作
ら
れ
た
「
山
下
門
内
博
物
館
」
と
な
り
、
四
月
か
ら
展
示
が
公

開
さ
れ
た
。
蘇
鉄
を
背
景
と
し
た
鯱
や
五
重
塔
雛
形
な
ど
「
巨
大
物
品
」
の
写
真
は
、

山
下
門
内
博
物
館
開
館
前
の
冬
、
ウ
ィ
ー
ン
万
国
博
覧
会
事
務
局
に
よ
っ
て
装
束
家

敷
に
運
び
込
ま
れ
撮
影
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
す
べ
て
辻
褄
が
合
う
。
な
お
、
山
下

門
内
博
物
館
は
明
治
十
四
年
ま
で
存
続
し
、
以
降
上
野
に
移
転
し
現
在
の
東
京
国
立

博
物
館
と
な
っ
た
。

　
「
墺
国
維
府
博
覧
会
出
品
撮
影
」
諸
本
が
掲
載
す
る
写
真
に
は
、
被
写
体
の
配
置

が
か
わ
る
な
ど
の
異
版
が
あ
り
、
と
く
に
金
鯱
、
五
重
塔
な
ど
の
「
巨
大
物
品
」
は

異
同
が
は
な
は
だ
し
い
。
被
写
体
の
軽
重
に
よ
り
複
数
の
写
真
が
撮
影
さ
れ
、
そ
れ

ら
の
紙
焼
き
を
貼
り
込
ん
だ
ア
ル
バ
ム
も
複
数
作
成
さ
れ
、
慶
勝
は
、
そ
れ
ら
の
内

の
一
部（
現
存
す
る
早
稲
田
大
学
本
・
東
京
国
立
博
物
館
本
と
は
お
そ
ら
く
別
本
（を
、

お
そ
ら
く
は
鯱
旧
所
有
者
の
縁
に
よ
り
手
に
す
る
機
会
を
得
、
写
真
技
術
向
上
の
た

め
に
も
複
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
金
鯱
を
写
す
ガ
ラ
ス
原
板
写
真
は
他

の
器
物
写
真
に
比
べ
精
細
で
あ
る
た
め
、
ア
ル
バ
ム
で
は
な
い
別
の
原
図
に
よ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
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慶
勝
写
真
に
関
す
る
こ
れ
以
上
の
考
察
は
本
稿
か
ら
あ
ま
り
に
も
逸
脱
す
る
た
め

行
わ
な
い
が
、
金
鯱
撮
影
を
軸
と
し
て
明
治
初
期
の
博
覧
会
及
び
博
物
館
行
政
を
語

る
こ
と
す
ら
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
、
明
治
四
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
の
大

変
革
の
過
程
で
鯱
は
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
最
新
技
術
に
よ
る
撮
影
の
被
写
体
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　　

南
鯱
は
、
旧
島
津
藩
装
束
家
敷
で
の
撮
影
後
の
明
治
六
年
早
々
、
ウ
イ
ー
ン
に
向

け
出
港
し
た
。
ウ
イ
ー
ン
の
博
覧
会
会
場
で
撮
影
さ
れ
た
写
真
が
二
枚
あ
り
（
図
16　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
（、
南
鯱
が
会
場
中
央
に
飾
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

日
本
に
残
さ
れ
た
北
鯱
は
、
明
治
六
年
四
月
以
降
、
山
下
門
内
博
物
館
で
常
設
展
示

さ
れ
、
そ
の
写
真
も
あ
る
（
図
17　

東
京
国
立
博
物
館
蔵
（。

　
四
─
2
　
名
古
屋
市
下
賜
後
の
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
と
実
測
図
　

　

ウ
イ
ー
ン
万
国
博
覧
会
後
の
明
治
十
二
年
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
鯱
は
名
古
屋
城

に
戻
さ
れ
再
び
天
守
上
に
の
ぼ
る
。
そ
の
頃
天
守
を
撮
影
し
た
写
真
に
は
当
然
鯱
も

写
さ
れ
て
お
り
、
名
古
屋
鎮
台
に
よ
り
鳥
除
け
の
網
を
か
ぶ
せ
ら
れ
た
姿
が
写
っ
て

い
る
。

　

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
（
の
名
古
屋
離
宮
の
名
古
屋
市
へ
の
下
賜
と
国
宝
指
定
に

と
も
な
い
、
名
古
屋
市
は
国
宝
調
査
の
一
環
と
し
て
鯱
の
ガ
ラ
ス
乾
板
写
真
撮
影
と

実
測
を
行
う
。
昭
和
二
十
年
の
空
襲
で
鯱
が
炎
上
し
た
後
、
ガ
ラ
ス
乾
板
と
実
測
図

は
、
焼
失
を
免
れ
た
本
丸
御
殿
障
壁
画
と
と
も
に
灰
宝
神
社
に
疎
開
さ
れ
、
終
戦
後

名
古
屋
城
に
戻
さ
れ
た
。
現
在
、南
北
鯱
の
近
接
写
真
四
枚
と
詳
細
な
図
面
二
面（
図

18
・
1（
（
が
現
存
す
る
。
近
接
写
真
は
東
側
か
ら
撮
影
し
た
も
の
で
、
徳
川
林
政
史

研
究
所
の
慶
勝
写
真
と
は
逆
で
あ
る
た
め
相
互
に
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
。
た
だ
し

実
測
図
は
、
鱗
の
詳
細
ま
で
描
く
訳
で
は
な
く
、
正
確
さ
に
は
欠
け
る
。

　

戦
後
、
昭
和
三
十
四
年
に
鉄
筋
鉄
骨
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
天
守
が
再
建
さ
れ
る
。
金

鯱
も
復
元
さ
れ
た
が
、
火
災
の
難
を
避
け
る
た
め
、
芯
（
原
型
（
は
木
で
は
な
く
青

銅
の
鋳
物
と
さ
れ
た
。
鱗
は
、
一
㎜
厚
さ
の
銅
板
に
銀
メ
ッ
キ
し
、
表
に
厚
さ
〇
・

一
五
㎜
の
十
八
金
の
金
板
を
貼
っ
た
も
の
で
、
銅
製
の
鋲
で
青
銅
原
型
に
と
め
、
釘

頭
を
十
八
金
の
金
板
で
く
る
む
と
い
う
仕
様
で
あ
っ
た
。
大
阪
造
幣
局
に
示
さ
れ
た

仕
様
書
（
名
古
屋
城
総
合
事
務
所
蔵
（
に
は
「
金
板
は
純
金
呼
出
し
加
工
を
し
、
表

面
に
は
メ
ラ
ミ
ン
樹
脂
塗
装
を
施
す
」
と
あ
り
、
十
八
金
を
純
金
（
二
十
四
金
（
に

見
せ
る
た
め
の
「
純
金
呼
出
し
加
工
」
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
純
金
呼
出

し
加
工
」
に
つ
い
て
は
追
っ
て
検
討
し
た
い
が
、
十
八
金
（
金
七
十
五
％
銀

二
十
五
％
（
と
い
う
低
品
位
の
金
を
よ
り
金
ら
し
く
見
せ
る
た
め
の
加
工
が
な
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

五
　
戦
後
の
鱗

　

昭
和
三
十
四
年
の
天
守
再
建
時
、
二
十
一
年
に
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
り
接
収
さ
れ
た

鱗
破
片
は
、
ま
だ
返
還
さ
れ
て
お
ら
ず
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
（、
よ
う
や

く
金
塊
が
名
古
屋
市
に
手
渡
さ
れ
た
。
こ
の
金
塊
を
用
い
、
同
四
十
三
年
名
古
屋
市

旗
の
鯱
型
冠
頭
（
二
十
四
金
鍍
金
（
が
作
ら
れ
、
昭
和
四
十
四
年
に
は
純
金
製
の
茶

釜
が
作
ら
れ
た
。
た
だ
し
、そ
れ
ら
が
金
鯱
鱗
の
残
滓
を
用
い
た
証
拠
は
実
は
な
い
。

　

名
古
屋
城
総
合
事
務
所
他
蔵
「
金
鯱
残
塊
返
還
関
係
書
類
」
一
綴
に
、
接
収
と
返

還
の
経
緯
が
簡
潔
明
瞭
に
記
さ
れ
て
お
り
、
以
下
原
文
を
引
用
す
る
。

昭
20
・
5
・
14　

�

名
古
屋
城
焼
失
。
当
時
金
鯱
は
撤
去
中
で
雄
（
北
側
（
は
火
災
の

た
め
溶
解
。
雌
（
南
側
（
は
天
守
閣
下
ま
で
降
し
て
あ
っ
た
た
め

残
骸
と
し
て
残
っ
た
。
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21
・
8
・
3　

�

当
時
の
占
領
軍
第
一
軍
団
司
令
部
行
政
命
令
に
よ
り
保
管
し
て
あ
っ

た
金
鯱
残
骸
13
箱
（
石
炭
箱
（
を
貴
金
属
と
し
て
接
収
さ
れ
る
。

34
・
10
・
26　

�「
接
収
貴
金
属
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
」
第
5
条
に
よ
り
大
蔵
題

字
あ
て
返
還
請
求
を
行
う
。

38
・
1
・
14　

�

種
類　

形
状　

重
量　

品
位　

所
有
等
に
つ
い
て
大
蔵
大
臣
よ
り
認

定
の
通
知
を
う
け
る
。

41
・
3
・
14　

大
蔵
大
臣
よ
り
返
還
決
定
通
知
を
う
け
る
。

41
・
3
・
2（　

返
還
物
の
内
容
そ
の
他
に
つ
い
て
大
蔵
省
へ
照
会
。

41
・
5
・
14　

上
記
の
回
答
を
受
領　
（
回
答
は
別
記
（

42
・
3
・
14　

造
幣
局
東
京
支
局
で
受
領
（
原
文
一
部
省
略
（

　

す
な
わ
ち
昭
和
二
十
一
年
に
石
炭
箱
十
三
箱
と
い
う
大
量
の
金
属
残
骸
が
接
収
さ

れ
た
。
昭
和
三
十
四
年
紆
余
曲
折
の
末
成
立
し
た
「
接
収
貴
金
属
等
の
処
理
に
関
す

る
法
律
」
に
基
づ
き
、
名
古
屋
市
は
直
ち
に
返
還
を
請
求
し
、
昭
和
四
十
一
年
返
還

が
決
定
さ
れ
た
。
要
返
還
量
と
返
還
さ
れ
る
地
金
量
の
間
に
差
が
あ
っ
た
た
め
同
年

三
月
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
下
記
の
回
答
を
得
た
（
以
下
原
文
の
ま
ま
（。

「
要
返
還
量
と
返
還
地
金
と
の
相
違
に
つ
い
て

現
在
、
国
が
保
管
し
て
い
る
合
金
の
地
金
の
う
ち
に
は
、
貴
書
に
認
定
さ
れ
た
も
の

と
同
一
品
位
及
び
同
一
重
量
の
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は

認
定
さ
れ
た
も
の
の
評
価
額
に
相
応
す
る
他
の

0

0

合
金
を
引
き
渡
す
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
」（
傍
点
筆
者
（

　

結
果
と
し
て
名
古
屋
市
は
、
金
塊
（
総
量
六
四
四
七
ｇ
、
内
金
三
七
二
八
・
四
ｇ
・

銀
一
〇
三
四
・
七
ｇ
、
金
五
七
・
八
三
％
銀
一
六
・
〇
五
％
（
と
、
地
金
（
総
量
量

二
一
七
・
二
ｇ
、
内
金
一
二
五
・
六
ｇ
銀
三
四
・
5
ｇ
（
と
い
う
低
品
位
の
合
金
を
受

領
し
、
そ
の
評
価
額
は
約
二
百
二
十
万
円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
昭
和

三
十
四
年
に
復
元
し
て
い
た
金
鯱
は
、八
十
六
㎏
の
金
を
新
規
購
入
し
用
い
て
お
り
、

金
価
格
は
二
尾
で
四
千
八
百
万
円
に
及
ぶ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
蔵
省
を
通
じ
返
還
さ
れ
た
金
塊
は
、
鯱
の
残
滓
で
は
な
く
「
他

の
」
合
金
で
、
量
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
た
だ
鱗
が
接
収
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

金
の
返
還
も
な
く
、
返
還
さ
れ
た
金
塊
か
ら
市
旗
冠
頭
と
茶
釜
が
作
ら
れ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
金
鯱
は
再
生
し
た
こ
と
に
な
る
。

六
　
結
語
　
　
金
鯱
は
、
何
の
た
め
に
作
ら
れ
た
の
か

　

以
上
、
鯱
の
誕
生
か
ら
戦
後
ま
で
を
概
観
し
た
。
狭
義
で
は
、
市
旗
冠
頭
や
茶
釜

に
江
戸
期
の
金
鯱
の
金
が
使
わ
れ
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
江
戸
期

の
鱗
の
現
存
す
る
遺
品
は
、
名
古
屋
城
に
所
蔵
さ
れ
る
①
②
（
表
1
（
と
、
③
の
出

土
資
料
の
み
と
な
る
。

　

修
理
記
録
等
の
考
察
か
ら
、
出
土
品
や
離
れ
た
場
所
か
ら
の
収
集
品
は
北
鯱
鱗
の

可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
伝
世
資
料
は
南
鯱
鱗
と
見
て
よ
い
。
四
─
五
号
は

明
治
五
年
以
降
の
補
作
と
確
定
で
き
、
四
─
五
号
に
類
似
す
る
鰭
片
も
同
時
期
の
作

の
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
江
戸
期
の
鱗
と
確
定
で
き
る
。
そ
れ
ら
が
慶
長

の
創
建
時
に
制
作
さ
れ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
享
保
・
文
政
・
弘
化
・
嘉
永
の
修
理

の
補
作
か
は
決
め
が
た
い
が
、
構
造
や
外
観
か
ら
新
旧
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、

五
号
と
七
号
は
相
対
的
に
古
く
、
六
号
・
八
～
十
一
号
は
、
文
政
期
の
補
作
の
可
能

性
が
高
い
。

　

な
お
「
特
殊
財
産
台
帳
」
に
記
載
さ
れ
ず
鱗
で
も
な
い
た
め
今
回
の
考
察
か
ら
外

し
た
が
、
金
鯱
の
残
骸
と
思
わ
れ
る
金
属
塊
が
複
数
名
古
屋
城
に
伝
来
す
る
。
収
集

過
程
を
示
す
記
録
類
は
な
い
も
の
の
、
昭
和
二
十
年
末
、
天
守
や
本
丸
御
殿
の
焼
損

金
具
類
と
と
も
に
焦
土
か
ら
収
集
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
真
木
を
く
る
ん
で
い
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た
鉛
板
の
残
骸
の
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
金
属
塊
に
似
た
外
見
の
小
塊
が
「
鯱
の
黒

焼
き
」
の
名
で
、
横
山
隆
一
ま
ん
が
記
念
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
年
に

名
古
屋
城
内
で
採
取
さ
れ
、
昭
和
三
十
六
年
珍
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蒐
集
家
と
し
て
も
知

ら
れ
た
漫
画
家
横
山
氏
に
鯱
の
焼
け
残
り
と
し
て
贈
呈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

11
（

。

　

こ
れ
ら
を
含
め
て
も
、
名
古
屋
城
の
金
鯱
の
残
滓
は
わ
ず
か
し
か
な
く
、
と
く
に

金
色
を
呈
す
る
鱗
の
遺
品
は
、今
名
古
屋
城
に
あ
る
①
②
③
の
一
部
し
か
な
い
。よ
っ

て
こ
れ
ら
遺
品
が
希
少
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
修
理
記
録
か
ら
制
作
者

を
考
え
る
手
掛
か
り
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
資
料
的
価
値
を
増
す
。

　

こ
こ
で
、
金
鯱
を
修
理
し
た
六
左
衛
門
の
話
に
戻
る
。

　

二
回
に
わ
た
る
享
保
時
の
修
理
で
は
、
い
ず
れ
も
「
錺
屋　

六
左
衛
門
」
の
名
が

修
理
記
録
に
あ
が
っ
て
い
た
。「
飾
屋
」
や
そ
れ
に
類
す
る
職
種
は
、
木
工
事
や
左

官
仕
事
、土
瓦
仕
直
し
が
主
体
で
あ
っ
た
他
の
年
の
修
理
記
録
に
は
記
載
自
体
な
く
、

鯱
と
天
守
五
層
金
物
が
修
理
さ
れ
た
享
保
十
一
年
と
十
五
年
に
の
み
に
あ
り
、
そ
し

て
職
人
の
名
は
二
度
と
も
「
六
左
衛
門
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
享
保
修
理
に
お

い
て
、
錺
屋
六
左
衛
門
が
金
物
修
理
と
と
も
に
金
鯱
修
理
を
請
け
負
っ
た
可
能
性
が

浮
上
す
る
。

　

一
方
、
宝
暦
の
天
守
大
修
理
に
お
い
て
も
「
錺
師
屋　

六
左
衛
門
」
の
名
が
、
動

員
さ
れ
た
職
人
衆
の
最
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
宝
暦
修
理
で
は
、
金
鯱
修
理
は
な

く
、
初
層
か
ら
四
層
ま
で
の
瓦
屋
根
を
銅
に
葺
き
替
え
、
既
存
の
破
風
や
六
葉
を
補

填
す
る
大
規
模
な
金
具
工
事
が
行
な
わ
れ
た
。
よ
っ
て
瓦
当
を
含
め
れ
ば
千
を
超
え

る
数
の
金
具
が
新
調
さ
れ
、
既
存
の
金
具
の
修
理
も
多
数
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
工
程

は
、
彫
刻
の
他
、
煮
洗
、
水
銀
鍍
金
、
煮
黒
目
、
漆
箔
押
な
ど
多
義
に
わ
た
っ
て
お

り
、
六
左
衛
門
は
多
数
の
職
人
を
束
ね
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。

　

宝
暦
の
修
理
を
享
保
と
同
じ
「
六
左
衛
門
」
が
行
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
次
世
代

の
「
六
左
衛
門
」
が
行
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
享
保
の
修
理

と
宝
暦
の
修
理
が
、
同
じ
名
の
親
方
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
創
建
期
の
名
古
屋
城
金
鯱
や
江
戸
城
の
金
鯱
も
、
彼
ら
錺
師

の
仕
事
で
あ
っ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
。

　

と
す
る
な
ら
、
な
ぜ
彼
ら
は
、
自
家
薬
籠
中
の
在
来
工
法
─
例
え
ば
水
銀
鍍
金
や

漆
箔
─
を
用
い
ず
、
金
板
を
銅
基
板
に
貼
る
と
い
う
あ
ま
り
例
の
な
い
工
法
を
用
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
か
ら
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
筆
者
は
、
金
の
光
輝
と
堅
牢
さ
が
あ
わ
せ

て
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
理
由
の
一
つ
と
考
え
る
。

　

そ
も
そ
も
、
金
色
の
鯱
瓦
は
安
土
城
を
は
じ
め
多
く
の
中
世
城
郭
か
ら
出
土
し
て

い
る
が
、
金
属
製
の
金
鯱
は
江
戸
城
、
徳
川
期
大
坂
城
な
ど
幕
府
直
轄
の
限
ら
れ
た

城
に
し
か
置
か
れ
な
か
っ
た
。
天
守
の
屋
根
に
金
の
鯱
を
置
く
こ
と
は
、
城
の
最
上

部
を
金
色
の
光
輝
で
飾
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
よ
っ
て
、
鯱
は
よ
り
高
く
大
き
く
、

金
色
は
よ
り
強
く
ま
た
永
く
輝
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
土
よ
り
金
属
の
方
が
大

き
く
作
れ
、
ま
た
表
面
が
平
滑
で
あ
る
方
が
強
い
光
を
安
定
し
て
放
つ
は
ず
で
、
製

作
費
や
維
持
費
を
度
外
視
す
れ
ば
、
金
属
製
の
鯱
が
優
位
に
立
つ
。
そ
の
場
合
、
水

銀
鍍
金
や
漆
箔
よ
り
金
板
を
用
い
た
方
が
、「
金
ら
し
い
」
仕
上
が
り
を
長
く
保
ち

続
け
る
は
ず
で
あ
る
。「
金
ら
し
い
」
仕
上
が
り
と
は
、
銀
の
青
白
さ
や
銅
の
赤
味

か
ら
は
中
庸
で
、
な
お
か
つ
あ
る
程
度
の
固
さ
を
保
持
し
、
酸
化
せ
ず
、
当
初
の
輝

き
を
放
ち
続
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
し
て
屋
外
に
お
い
て
は
、
鍍
金
や
漆
箔

の
劣
化
が
早
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。
す
な
わ
ち
、
名
古
屋
城
、
そ
し
て
江
戸
城

の
金
鯱
で
は
、
金
を
金
ら
し
く
末
永
く
見
せ
る
た
め
、
金
板
貼
り
付
け
と
い
う
工
法

が
選
択
さ
れ
た
と
考
え
た
い（

11
（

。

　

最
後
に
、
金
鯱
の
鱗
は
、
名
古
屋
城
に
今
あ
る
も
の
し
か
現
存
し
な
い
。
翻
っ
て
、
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安
土
城
な
ど
の
金
鯱
瓦
に
お
い
て
も
、
金
の
発
色
と
輝
き
、
堅
牢
性
が
模
索
さ
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
信
長
以
来
の
天
下
の
覇
者
た
ち
の
天
守
に
か
け
る

夢
を
具
現
す
る
現
存
唯
一
の
資
料
が
、
本
稿
で
考
察
し
た
鱗
な
の
で
あ
る
。
名
古
屋

城
金
鯱
は
、
名
古
屋
城
の
シ
ン
ボ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
世
城
郭
史
に
輝
く
象
徴
で

あ
り
、
そ
の
輝
き
を
今
に
と
ど
め
る
唯
一
の
遺
品
が
貴
重
で
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た

な
い
。

　

本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
名
古
屋
市
工
業
研
究
所
、
名
古
屋
市
博
物
館
、
名
古
屋
市

蓬
左
文
庫
、
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
の
皆
様
に
、
多
く
の
ご
教
示
を
賜
り
ま

し
た
。

　

三
宅
康
博
氏
、
反
保
元
伸
氏
、
沓
名
貴
彦
氏
に
は
、
本
稿
作
成
の
契
機
を
与
え
て

い
た
だ
き
、
視
野
を
広
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

三
木
稔
氏
に
は
貴
重
な
御
助
言
を
賜
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
筆
者
に
は
無
縁
で
あ
っ
た
錺
金
具
の
世
界
へ
の
入
口
を
示
し
て
く
だ

さ
っ
た
久
保
智
康
氏
に
、
深
謝
を
さ
さ
げ
ま
す
。

註（
1
（�

名
古
屋
城
金
鯱
に
つ
い
て
の
主
要
参
考
文
献
と
し
て
下
記
が
あ
る
。

　
　

 

名
古
屋
市
編
『
名
古
屋
城
史
』
名
古
屋
市
役
所
発
行　

一
九
五
九
年

　
　

 

服
部
鉦
太
郎
『
名
古
屋
城
叢
書
8　
『
巷
説　

名
古
屋
城
綺
伝
』
名
古
屋
城
振
興
協
会
発
行　

一
九
七
二
年

　
　

 

水
谷
盛
光
「
金
鯱
盗
難
事
件
の
真
相
考
察
」『
郷
土
文
化
』
第
四
〇
巻
第
二
号　

一
九
八
五
年

　
　

 

『
金
鯱　

や
っ
ぱ
り
シ
ャ
チ
だ
わ
』
株
式
会
社IN

A
X

制
作
・
発
行　

一
九
九
二
年

　
　

 

井
上
章
一
『
名
古
屋
と
金
シ
ャ
チ
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版�

二
〇
〇
五
年

　
　

 �

中
日
新
聞
社
編
『
名
古
屋
城
金
シ
ャ
チ
特
別
展
観　

公
式
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』　

場
金
シ
ャ
チ
特
別
展
観
実

行
委
員
会
発
行　

二
〇
二
一
年

　
　

 

井
上
・
二
〇
〇
五
年
は
、
多
く
の
文
献
と
現
地
調
査
を
駆
使
し
て
お
り
、
示
唆
に
富
む
。

（
2
（�

朝
日
新
聞
東
京
版
昭
和
二
十
六
年
六
月
十
六
日
朝
刊
に
、
同
月
十
四
日
名
古
屋
城
銅
鯱
尾
鰭
な
ど
を
盗

ん
だ
と
し
て
容
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
た
記
事
が
あ
り
、
鱗
が
東
南
隅
櫓
、
銅
瓦
が
西
南
隅
櫓
に
保
管
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
鰭
破
片
と
銅
瓦
は
今
な
お
名
古
屋
城
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
な
お

銅
鰭
に
は
「
文
政
十
年
大
修
復　

昭
和
二
十
年
灰
燼
に
帰
す
」
と
の
貼
札
が
あ
る
と
記
事
に
あ
る
。
文

政
十
年
の
文
字
は
現
在
は
確
認
で
き
ず
、
本
記
事
は
貴
重
。

（
3
（�

刻
銘
の
解
読
に
は
、
麓
和
善
氏
の
御
教
示
を
賜
っ
た
。
ま
た
比
佐
陽
一
郎
氏
、
沓
名
貴
彦
氏
に
撮
影
し

て
い
た
だ
い
た
。

（
4
（�

三
木
稔
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
5
（�『
編
年
大
略
』
享
保
十
一
年　
「
一　

此
年　

尾
城
御
天
守
鯱
御
修
復
有
之
惣
長
壱
丈
三
尺
五
寸
但
頭
長

五
尺
八
寸
巾
二
尺
八
寸
高
三
尺
五
寸
眼
台
さ
一
尺
三
寸
惣
身
は
銀
也
黒
目
は
赤
銅
惣
躰
下
地
檜
に
而
作

り
上
を
鉛
に
而
包
其
上
を
唐
金
に
而
包
又
均
に
而
苔
を
附
る
也
」

（
6
（�

本
拓
本
の
調
査
・
撮
影
に
つ
い
て
は
、
城
野
誠
治
氏
・
清
水
毎
子
氏
の
お
手
を
煩
わ
せ
た
。

（
7
（�

全
文
は
下
記
の
と
お
り
。
翻
刻
は
『
名
古
屋
叢
書
』
に
よ
る
。
傍
線
は
本
稿
筆
者
。

　
　

 �　

編
年
の
記
に
曰
、
享
保
十
一
年
丙
午
、
当
年
、
尾
城
御
天
守
魚
虎　

御
修
復
、
椹
の
木
に
て
作
り
、

上
を
鉛
に
て
包
、
其
上
を
唐
銅
に
て
包
、
又
其
上
を
金
の
苔
を
付
る
。
或
記
に
曰
、
先
年
シ
ヤ
チ
ホ
コ

の
こ
と
を
聞
に
、
金
下
の
木
に
は
清
正
の
名
ま
え
彫
て
有
し
由
、
是
を
掛
り
の
輩
、
分
取
に
せ
し
は
残

念
な
り
、
何
分
に
も
開
闢
の
木
品
に
付
、
御
矢
倉
な
ど
へ
納
置
度
こ
と
な
り
し
。
或
記
に
曰
、
シ
ブ
ン

付
黄
金
千
九
百
四
十
枚
、
小
判
に
し
て
一
万
七
千
九
百
七
十
五
両
。
聞
書
に
云
、
御
天
守
、
蒋
の
頭
上

に
は
、
以
前
、
黄
金
不
二
張
詰
一
に
有
之
所
あ
り
、
文
政
御
修
復
之
度
に
、
其
金
不
足
之
処
も
、
不
レ
残

金
を
張
り
候
様
可
致
哉
と
、
御
作
事
奉
行
被
伺
候
処
、
御
老
衆
評
議
有
て
、
先
々
已
前
仕
来
之
通
た
る

べ
し
と
被
定
候
由
。

　
　

 �　

黄
金
の
事
、
享
保
御
修
復
の
時
、
金
薄
く
打
た
る
故
、
大
に
あ
し
く
、
文
政
に
は
又
そ
れ
よ
り
も
薄
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く
打
た
る
故
、
十
年
ば
か
り
過
て
、
早
、
め
く
れ
る
や
う
に
成
、
其
上
、
銀
を
大
分
交
ぜ
て
打
け
れ
ば
、

性
あ
し
く
成
。

（
8
（�

令
和
七
年
三
月
の
時
点
で
、
巻
二
か
ら
巻
十
四
ま
で
、
す
な
わ
ち
天
保
六
年
ま
で
が
、
名
古
屋
市
蓬
左

文
庫
編
『
名
古
屋
叢
書
』
第
四
編
─
1
・
2
・
3
と
し
て
翻
刻
出
版
さ
れ
て
い
る
。

（
（
（�

朝
日
「
永
遠
な
れ　

名
古
屋
城
本
丸
御
殿
」『
失
な
わ
れ
た
国
宝　

名
古
屋
城
本
丸
御
殿
」
二
〇
〇
八
年

（
10
（�

水
谷
一
九
八
五
年
も
「
鯱
貢
献
」
を
引
い
て
い
る
が
、
原
本
で
は
な
く
近
代
の
抄
出
本
で
あ
る
。
ま
た

明
治
の
盗
難
に
つ
い
て
は
水
谷
論
文
に
詳
し
い
。

（
11
（�「
名
古
屋
城
天
守
金
鴟
尾
献
納
」JA

CA
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（Ref.A

15071333800

、
太

政
類
典
・
第
一
編
・
慶
応
三
年
～
明
治
四
年
・
第
百
八
十
四
巻
・
理
財
・
雑
三
（
国
立
公
文
書
館
（

　
　

 �「
三
年
十
二
月
十
二
日
名
古
屋
藩
伺
弁
官
宛
名
古
屋
城
天
守
ノ
金
鴟
尾
方
令
ノ
際
全
無
用
ノ
長
物
ニ
候
間

右
金
ヲ
剥
シ
乍
聊
御
用
途
ノ
未
ニ
貢
納
仕
度
且
城
内
建
物
逐
次
取
毀
将
来
修
繕
ノ
冗
費
ヲ
省
キ
公
廨
ノ

欠
乏
ヲ
補
ヒ
一
挙
両
利
ノ
処
置
仕
度
此
段
御
指
揮
奉
伺
候
以
上
三
年
十
二
月
十
日
誌
伺
之
通
三
年
十
二

月
十
二
日
大
蔵
省
ヘ
通
達
弁
官
別
紙
名
古
屋
藩
金
鴟
尾
献
納
伺
済
書
類
御
廻
シ
申
入
候
也
四
年
正
月
十

日
藩
東
京
府
ヘ
達
弁
官
明
後
二
十
二
日
名
古
屋
藩
ヨ
リ
金
鴟
尾
差
出
候
間
浅
草
御
門
ヘ
為
心
得
通
達
致

候
様
可
被
取
計
候
也
四
年
六
月
十
二
日
」（
翻
刻
は
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
（

（
12
（�『
名
古
屋
城
史
』
で
は
大
分
と
愛
媛
の
博
覧
会
に
も
出
品
さ
れ
た
と
す
る
が
、
典
拠
が
知
ら
れ
な
い
。
松

山
城
で
は�

明
治
十
一
年
四
月
十
日
か
ら
五
月
二
十
九
日
ま
で
、
松
山
城
で
物
産
博
覧
会
が
開
催
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
に
出
品
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い

（
13
（�「
金
鴟
尾
復
旧
の
伺
」JA

CA
R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（Ref.C04028126500

、明
治
11
年
「
大

日
記
6
鎮
台�

7
月
末
乾�

陸
軍
省
第
1
局
」（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
（

（
14
（�「
（
月
4
日　

宮
内
卿
代
理　

金
鯱
名
古
屋
城
へ
復
旧
の
儀
申
立
の
件
聞
届
に
付
申
入
」JA

CA
R

（
ア

ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（Ref.C0（1204（2800

、
明
治
11
年
（
月　

10
月　

諸
省　

7
（
防
衛
省
防

衛
研
究
所
（・「
2
月
12
日　

金
鴟
尾
復
旧
落
成
に
付
受
取
方
の
義
伺
の
通
指
令
案
」JA

CA
R

（
ア
ジ
ア

歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（Ref.C10072268200

、
明
治
12
年
自
1
月
至
2
月　

製
図
日
記　

第
4
局　

第

2
課
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
（

（
15
（�

名
古
屋
市
市
政
資
料
館
デ
ー
タ
公
開
「
伊
藤
次
郎
左
衛
門
家
資
料
」
二
四
四
五
─
二
四
「
名
古
屋
城
金

鴟
尾
撃
揚
ノ
議
願
」。
十
三
代
次
郎
左
衛
門
祐
昌
（
一
八
四
八
～
一
九
三
〇
（
の
筆
と
考
え
ら
れ
る
。

（
16
（�

名
古
屋
城
所
蔵
の
江
戸
城
銅
鯱
も
、
銘
は
基
本
的
に
頭
部
に
記
さ
れ
て
い
る
。
朝
日
「
江
戸
城
、
そ
し

て
名
古
屋
城
の
銅
鯱
」『
名
古
屋
城
調
査
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』�

第
三
号
・
令
和
四
年
（

（
17
（�

徳
川
慶
勝
撮
影
写
真
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
下
記
を
参
照
し
た
。

　
　

 �

岩
下
哲
典
「
徳
川
慶
勝
の
写
真
研
究
と
撮
影
写
真
（
上
（（
下
（　

徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』

第
二
五
・
二
六
号　

一
九
九
一
・
九
二
年

　
　

 �「
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
写
真
資
料
目
録
』
一
～
七　

徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
二
六
号

＾
第
三
二
号　

一
九
九
二
年
＾
九
八
年

　
　

 �

白
根
孝
胤
「
幕
末･

維
新
期
に
お
け
る
尾
張
家
の
撮
影
写
真
と
技
術
開
発
」　

徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研

究
紀
要
』
第
四
〇
号　

二
〇
〇
六
年

　
　

 �

白
根
孝
胤
「
明
治
初
年
に
お
け
る
徳
川
慶
勝
の
動
向
と
撮
影
写
真
」
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』

第
四
五
号　

二
〇
一
一
年

　
　

 �

原
史
彦
執
筆
『
徳
川
慶
勝
─
知
ら
れ
ざ
る
写
真
家
大
名
の
生
涯
』
徳
川
美
術
館
編
集
・
発
行　

二
〇
一
三
年　

　
　

 �

徳
川
義
崇
監
修　

徳
川
林
政
史
研
究
所
編
『
写
真
集�

尾
張
徳
川
家
の
幕
末
維
新　

徳
川
林
政
史
研
究
所

所
蔵
写
真
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
四
年

（
18
（�

明
治
四
年
の
慶
勝
日
記
の
存
在
は
知
ら
れ
ず
、
こ
の
間
の
動
向
は
、
前
掲
の
白
根
「
明
治
初
年
に
お
け

る
徳
川
慶
勝
の
動
向
と
撮
影
写
真
」
に
よ
っ
た
。

（
1（
（�

写
真
裏
に
下
記
が
記
載
さ
れ
る
。「
明
治
五
年
二
月
聖
堂
ニ
於
テ
博
覧
会
ノ
節
ノ
職
員
ノ
写
真
三
葉
ノ
内
、

織
田
信
徳
、
廣
瀬
直
水
、
久
保
弘
道
、
谷
森
眞
男
、
小
野
職
愨
、
服
部
雪
斎
、
田
中
芳
男
、
内
田
正
雄
、

伊
藤
圭
介
、
町
田
久
成
、
蜷
川
式
胤
、
田
中
房
種
」。

（
20
（�

慶
勝
写
真
に
つ
い
て
は
、
藤
田
英
昭
氏
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
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（
21
（�『
墺
国
博
覧
会
参
同
記
要
』
は
、
田
中
芳
男
他
編
、
明
治
三
十
年
発
行
。
博
覧
会
の
最
終
報
告
書
。

（
22
（�

田
所
菜
穂
子
「
横
山
隆
一
記
念
ま
ん
が
館
の
死
蔵
資
料
解
消
に
向
け
た
取
組
」『
博
物
館
研
究
』
第

六
五
八
号　

二
〇
二
三
年

　
　

 

資
料
詳
細
に
つ
い
て
、
田
所
菜
穂
子
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

（
23
（�

徳
川
林
政
史
研
究
所
蔵
「
国
秘
録　

御
天
守
御
修
復
留　

中
」

　
　

 

御
道
具
方
支
配

　
　
　

 

御
鎊
師

　
　
　
　

 

六
左
衛
門

　
　

 

以
上

（
24
（�

名
古
屋
城
西
之
丸
の
御
蔵
構
に
は
「
銅
方
職
人
」
の
作
業
小
屋
が
建
て
ら
れ
た
（
名
古
屋
城
総
合
事
務

所
蔵
「
御
天
守
御
修
復
取
掛
り
よ
り
惣
出
来
迄
仕
様
之
大
法
」・『
一
、
御
蔵
構
南
之
方
、
御
蔵
ゟ
附
下

銅
方
職
人
小
屋
取
建
』（

　
　

 �　

宝
暦
の
天
守
修
理
で
は
各
層
の
鬼
瓦
も
唐
金
（
青
銅
（
製
の
鋳
物
に
交
換
さ
れ
た
。
名
古
屋
城
に
現

存
す
る
焼
損
鬼
板
の
複
数
に
『
濃
州
厚
見
郡
岐
阜
住　

御
鋳
物
師
岡
本
河
内
大
掾
藤
原
正
信
作
』
の
刻

銘
が
あ
り
、
岐
阜
在
住
の
鋳
物
師
岡
本
河
内
大
掾
藤
原
正
信
が
携
わ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。「
銅
方
職

人
」
の
小
屋
は
岡
本
ら
鋳
物
師
が
使
っ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
の
、
錺
師
六
左
衛
門
ら
も
使
用
し
た
か

も
し
れ
な
い
。
な
お
、
宝
暦
修
理
記
録
に
岡
本
正
信
の
名
は
登
場
し
な
い
。

（
25
（�

金
板
を
添
付
し
た
場
合
金
を
取
り
出
す
の
も
容
易
で
あ
り
、
鯱
を
金
蔵
と
す
る
と
い
う
従
来
の
見
方
も

あ
な
が
ち
誤
り
で
は
な
い
。

《Title》
The�“Kin-shachi”;�a�pair�of�golden�tiger-fish�ornaments�on�the�rooftop�of�the�main�keep�
in�Nagoya�Castle,�from�the�past�up�until�now

《Keyword》
Nagoya�Castle,�main� castle� keep,�“Kin-shachi”;� golden� tiger-fish� roof� ornaments,�
Yushima�Seidō,�1873�Vienna�World’s�Fair
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表 1　名古屋城所蔵　金鯱・冠頭・茶釜　一覧
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表 2　名古屋城所蔵　金鯱鱗一覧

一九

五

五

「三十四」か

受入年月日
（原表記漢数字）
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表 3　名古屋城金鯱関係史料・写真等一覧

原板

原板

原板

原板

原板

原板

原板

原板

原板

原板

原板

原板

原板

原板

原板
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原板

原板

原板

原板

原板
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表 4　名古屋城金鯱年表

明治 9 年 1876 北鯱鱗盗難

鱗盗難・
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1　�名古屋城天守北鯱　ガラス乾板　�
昭和 12～ 13年撮影　�
名古屋城総合事務所蔵

3　�御天守鯱木地仕口寸尺之図　�
文政 10年�
名古屋城総合事務所蔵

5　�名古屋城金鴟尾損所調査図�
明治 13年�
名古屋城総合事務所蔵

2　�名古屋城天守南鯱　ガラス乾板　�
昭和 12～ 13年撮影　�
名古屋城総合事務所蔵

4　�金鯱復旧銘板　裏　�
明治 12年　�
名古屋城総合事務所蔵
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6　�（名古屋城金鯱）　（北鯱）　明治 4年�
徳川慶勝撮影　徳川林政史研究所蔵【370】

9　�湯島聖堂博覧会関係者写真　明治 4年 2月�
横山松三郎撮影　東京国立博物館蔵

挿図 1　�徳川林政史研究所蔵（名古屋城金鯱）
【367】と現存金鯱鱗 9号

10　�文部省博物局主催博覧会湯島聖堂会場��
金の鯱と男性　明治 4年 2月　�
横山松三郎撮影　東京都江戸東京博物館蔵

7　�（名古屋城金鯱）　（南鯱）　明治 4年�
徳川慶勝撮影　徳川林政史研究所蔵【367】

8　�金鯱鱗　9号　�
名古屋城総合事務所蔵�
藤原吉希撮影
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11　�貢納名古屋城天守金鯱　�
徳川慶勝撮影　徳川林政史研究所蔵【378】

15　�「山下門内博物館表門」　明治 7年　�
和田一郎撮影　東京国立博物館蔵

12　�（六　名古屋城金鯱）　『墺国維府博覧会出品
撮影』1乙本」明治 5～ 6年　�
横山松三郎撮影　東京国立博物館蔵

14　�（七　五重塔雛形）　『墺国維府博覧会
出品撮影』1　乙本　明治 5～ 6年　�
横山松三郎撮影　東京国立博物館蔵

（15　「山下門内博物館表門」　門内　拡大）

13　�（六番　名古屋城金鯱）　『墺国維府博覧会
出品撮影』2　甲本　明治 5～ 6年　�
横山松三郎撮影　東京国立博物館蔵
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16　�「ウィーン万国博覧会の日本展示会場」
1873年�
J.LÖROY撮影　東京国立博物館蔵

18　�昭和実測図　名古屋城天守金鯱　北鯱　�
昭和後期　名古屋城総合事務所蔵

20　�北鯱修理拓本�
文政 10年　名古屋城絵合事務所蔵�
城野誠治撮影（蛍光・左右反転）

17　�（山下門内博物館の北鯱）　�
明治 11年撮影�
東京国立博物館蔵

19　�昭和実測図　名古屋城天守金鯱　南鯱　�
昭和後期　名古屋城総合事務所蔵


